
まとめ資料比較表 〔技術的能力 2.1 可搬型設備等による対応〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

添2.1.2－① 島根２号炉は評価に年超過確率は用いていない

添2.1.2－②
島根２号炉の原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ，タービン補機海水ポンプ及び循環水ポンプは屋外設置のため，評価対象。また，ディーゼル燃料貯蔵タン
クは地下設置のため，評価対象外

添2.1.2－③ 島根２号炉の制御室及び廃棄物処理施設は原子炉建物とはそれぞれ別建物（制御室建物，廃棄物処理建物）にあるため評価対象

添2.1.2－④ 島根２号炉のディーゼル燃料貯蔵タンクは地下設置のため，評価対象外

添2.1.4－①
島根２号炉のタービン補機冷却系サージタンクは建物最上階に設置されているため，評価対象並びに中央制御室換気系及び再循環ポンプMGセットは建物最上階に設置されていない
ため，評価対象外

添2.1.13－① 島根２号炉では実機寸法を模擬した試験を実施し，評価しているが，東海第二では机上計算により評価している

添2.1.20－① 島根２号炉は，対応状況が本文等の別箇所に記載されている場合は，再度記載はせず引用箇所のみ記載している

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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添付資料2.1.1  大規模損壊を発生させる可能性のある大規模

な自然現象の抽出プロセスについて 

添付資料2.1.7  設計基準を超える竜巻事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.3  設計基準を超える低温（凍結）事象に対する事

故シーケンス抽出 

添付資料2.1.2  設計基準を超える積雪事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.4  設計基準を超える落雷事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.5  設計基準を超える火山事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料2.1.6  設計基準を超える風（台風）事象に対する事故

シーケンス抽出

添付資料2.1.8  設計基準を超える降水事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.1 大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な 

自然災害の抽出プロセスについて 

添付資料 2.1.2   竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.3  凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.4   積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.5   落雷事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.6   火山の影響に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.1 大規模損壊を発生させる可能性のある大規模

な自然現象の抽出プロセスについて 

添付資料 2.1.2 設計基準を超える竜巻事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.3 設計基準を超える凍結事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.4 設計基準を超える積雪事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.5 設計基準を超える落雷事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.6 設計基準を超える火山事象に対する事故シー

ケンス抽出

添付資料 2.1.7 設計基準を超える地滑り・土石流事象のうち

土石流に対する事故シーケンス抽出 

・事象想定の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は風（台

風）の評価結果につい

て，「添付資料 2.1.1 第

２表 評価対象自然現象

評価結果（１／１１）」

の No.１に記載 

・事象想定の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は降水の

評価結果について，「添

付資料 2.1.1 第２表 

評価対象自然現象評価

結果（２／１１）」の No.

６に記載 

・事象想定の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，発電所

敷地内に土石流が発生

するおそれがあること

から，評価を実施 
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添付資料2.1.9  設計基準を超える自然現象の重畳に対する事

故シーケンス抽出 

添付資料2.1.10 PRAで選定しなかった事故シーケンス等への対

応について 

添付資料2.1.11 大規模損壊発生時の対応 

添付資料2.1.12 個別戦略フローにおける対応手順書等及び設

備一覧について 

添付資料2.1.13 使用済燃料プール大規模漏えい時の対応につ

いて 

添付資料2.1.14 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料2.1.15 大規模損壊に特化した設備と手順の整備につ

いて 

添付資料2.1.16 米国ガイド(NEI-06-12及びNEI-12-06)で参考

とした事項について 

添付資料2.1.17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等

対処設備等の配備及び防護の状況について 

添付資料2.1.21 発電所対策本部体制と指揮命令及び情報の流

添付資料 2.1.7   森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.8   自然現象の重畳に対する事故シーケンス抽出 

 

添付資料 2.1.9 ＰＲＡで選定しなかった事故シーケンス等への 

対応について 

添付資料 2.1.10 大規模損壊発生時の対応 

添付資料 2.1.11 大規模損壊発生時に使用する対応手順書及び 

設備一覧について 

添付資料 2.1.12 使用済燃料プール大規模漏えい時の対応につい

て 

添付資料 2.1.13 放水砲の設置位置及び使用方法等について 

添付資料 2.1.14 竜巻に対する可搬型重大事故等対処設備の離隔

について 

 

 

 

 

添付資料 2.1.15 外部事象に対する対応操作の適合性について 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.16 米国ガイド（NEI06-12及び NEI12-06）で参考と

した事項について 

添付資料 2.1.17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等 

対処設備等の配備及び防護の状況について 

添付資料 2.1.18 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等

添付資料 2.1.8 設計基準を超える森林火災事象に対する事故

シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.9 設計基準を超える自然現象の重畳に対する事

故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.10 ＰＲＡで選定しなかった事故シーケンス等へ

の対応について 

添付資料 2.1.11 大規模損壊発生時の対応 

添付資料 2.1.12 大規模損壊発生時に使用する対応手順書及び

設備一覧について 

添付資料 2.1.13 燃料プール大規模漏えい時の対応について 

 

添付資料 2.1.14 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.15 外部事象に対する対応操作の適合性について 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2.1.16 米国ガイド（ＮＥＩ－06－12及びＮＥＩ－12

－06）で参考とした事項について 

添付資料 2.1.17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等

対処設備等の配備及び防護の状況について 

添付資料 2.1.18 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

 森林火災の評価結果

について，「３ 評価対

象自然現象評価結果（１

０／１１）」の No.35 に

記載（島根２号炉は，「第

２表 評価対象自然現象

評価結果（９／１１）」

の No.41 により選定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎と

同様に竜巻は大規模損

壊を発生させる可能性

は無いと想定 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部事

象に対する対応操作の

適合性について記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大規模

特化手順について，別冊

Ⅰにて記載 
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れについて 

添付資料2.1.18 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材に

ついて 

添付資料2.1.19 設計基準対象施設に係る要求事項に対する大

規模損壊での対応状況 

添付資料2.1.20 大規模損壊発生時における放射線防護に係る

対応について 

添付資料2.1.22 重大事故等に対処する要員の確保に関する基

本的な考え方について 

添付資料2.1.23 重大事故等に対処する要員に対する教育及び

訓練内容について 

添付資料2.1.24 現場要員の多能化について 

添付資料2.1.25 初動対応要員の分散配置について 

別冊 非公開資料 

Ⅰ．具体的対応の共通事項 

Ⅱ．大規模な自然災害の想定の具体的対応 

Ⅲ．故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの想定脅

威の具体的対応 

の考え方 

添付資料 2.1.19 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材につ

いて 

添付資料 2.1.20 設計基準対象施設に係る要求事項に対する 

大規模損壊における対応状況 

添付資料 2.1.21 大規模損壊発生時における放射線防護に係る対

応について 

別冊 非公開資料 

Ⅰ. 具体的対応の共通事項 

Ⅱ. 大規模な自然災害の想定の具体的内容 

Ⅲ. テロの想定脅威の具体的内容 

等の考え方 

添付資料 2.1.19 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材に

ついて 

添付資料 2.1.20 設計基準対象施設に係る要求事項に対する大

規模損壊での対応状況 

添付資料 2.1.21 大規模損壊発生時における放射線防護に係る

対応について 

別冊 非公開資料 

Ⅰ．具体的対応の共通事項 

Ⅱ．大規模な自然災害の想定の具体的内容 

Ⅲ．テロの想定脅威の具体的内容 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，添付資

料 2.1.18にて記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の初動対

応要員の配置について

は，「別冊Ⅰ2.5 大規模

損壊発生時の体制」にて

記載 
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2.1 可搬型設備等による対応 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。）が発生するおそれがある場合又は発生し

た場合における体制の整備に関し，次の項目に関する手順書を

適切に整備し，また，当該手順書にしたがって活動を行うため

の体制及び資機材を整備する。 

ここでは，発電用原子炉施設にとって過酷な大規模損壊が発

生するおそれがある場合又は発生した場合においても，当該の

手順書等を活用した対策によって緩和措置を講じることができ

ることを説明する。 

1 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動に関すること。 

2 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

3 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和する

ための対策に関すること。 

4 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保す

るための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策

に関すること。 

5 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するため 

の対策に関すること。 

 

 

2.1 可搬型設備等による対応 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合における体制の整備に関し，以下の項目に関する手順書を

適切に整備し，また，当該手順書に従って活動を行うための体

制及び資機材を整備する。 

ここでは，発電用原子炉施設にとって過酷な大規模損壊が発

生した場合においても，当該の手順書等を活用した対策によっ

て緩和措置を講じることができることを説明する。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

 

2.1 可搬型設備等による対応 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大

規模損壊」という。）が発生するおそれがある場合又は発生した

場合における体制の整備に関し，次の項目に関する手順書を適

切に整備し，また，当該手順書に従って活動を行うための体制

及び資機材を整備する。 

ここでは，発電用原子炉施設にとって過酷な大規模損壊が発

生した場合においても，当該の手順書等を活用した対策によっ

て緩和措置を講じることができることを説明する。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 
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2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の手順書を整備するに当たっては，大規模

損壊を発生させる可能性のある外部事象として，設計基準を超

えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを想定する。ただし，特定の事象の発生や検

知がなくても，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書の

延長で対応可能なよう配慮する。 

また，発電用原子炉施設の被災状況を把握するための手順及

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うための手

順を整備する。 

2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の手順書を整備するに当たっては，大規模

損壊を発生させる可能性のある外部事象として，設計基準を超

えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを想定する。ただし，特定の事象の発生や検

知がなくても，非常時運転手順書及び重大事故等対策要領（重

大事故編）に加え，重大事故等対策要領（大規模損壊編）で対

応可能なよう配慮する。 

また，発電用原子炉施設の被災状況を把握するための手順及

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うための手

順を整備する。 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性

を確認する。これに加え，確率論的リスク評価（以下「ＰＲＡ」

という。）の結果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽

出しなかった地震及び津波特有の事象として発生する事故シー

ケンスについても対応できる手順書として整備する。

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

(1) 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対応に

おける考慮

大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を想定する

に当たっては，国内外の基準等で示されている外部事象を網

羅的に収集し，その中から考慮すべき自然災害に対して，設

計基準を超えるような規模を想定し，発電用原子炉施設の安

全性に与える影響及び重畳することが考えられる自然災害の

組合せについても考慮する。 

また，事前予測が可能な自然現象については，影響を低減

させるための必要な安全措置を講じることを考慮する。 

さらに，事態収束に必要と考えられる機能の状態に着目し

て事象の進展を考慮する。 

2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の手順書を整備するに当たっては，大規模

損壊を発生させる可能性のある外部事象として，設計基準を超

えるような規模の自然災害及び故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムを想定する。ただし，特定の事象の発生や検

知がなくても，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書で

対応可能なよう配慮する。 

また，発電用原子炉施設の被災状況を把握するための手順及

び被災状況を踏まえた優先実施事項の実行判断を行うための手

順を整備する。 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定したうえで，整備した対応手順書の有効

性を確認する。これに加え，確率論的リスク評価（以下「ＰＲ

Ａ」という。）の結果に基づく事故シーケンスグループの選定

にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象として発生する事

故シーケンスについても対応できる手順書として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

(1) 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対応

における考慮 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を想定する

に当たっては，国内外の基準等で示されている外部事象を網

羅的に収集し，その中から考慮すべき自然災害に対して，設

計基準を超えるような規模を想定し，発電用原子炉施設の安

全性に与える影響及び重畳することが考えられる自然災害の

組合せについても考慮する。 

また，事前予測が可能な自然現象については，影響を低減

させるための必要な安全措置を講じることを考慮する。 

さらに，事態収束に必要と考えられる機能の状態に着目し

て事象の進展を考慮する。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

は，当直副長の指揮の下で事故時運転操作手順書（事象ベース，

徴候ベース及びシビアアクシデント）に基づいて対応操作する

ことを基本とする。このことは，自然災害が大規模な場合であ

っても同様であるが，常設の設備では事故収束が行えない場合

は，発電所対策本部は，可搬型設備による対応を中心とした多

様性及び柔軟性を有する手順（以下「多様なハザード対応手順」

という）等を使用した対応操作を行う。 

また，大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉

施設が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広

範囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，発電所対

策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉施設

の操作に対する支援が重要となる。このため，発電用原子炉施

設の状態の把握並びに対策及びその優先順位の決定に用いる発

電所対策本部で使用する対応フロー及びチェックシートを整備

する。対応フローは，事故時運転操作手順書，多様なハザード

対応手順及び発電所対策本部の各機能班の対応ガイド等の相互

関係の概略をまとめ，全体像を把握するツールとして発電所対

策本部の運営を支援するために整備するものであり，具体的な

対応操作の手順は個別の手順書等に記載する。 

当該号炉に関する対応操作の優先順位付けや実施の判断は，

一義的に事故発生号炉の当直副長が行う。 

万一，中央制御室の機能喪失時や中央制御室から運転員が撤

退する必要が生じた場合等，当直副長の指揮下で対応できない

場合には，発電所対策本部長は当該号炉の運転員又は号機班の

中から当該号炉の対応操作の責任者を定め対応に当たらせる。 

当直副長又は当該号炉の対応操作の責任者が判断した結果及

びそれに基づき実施した監視や操作については，発電所対策本

 (2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応

における考慮 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定し，多

様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設

が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範

囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，災害対

策本部における情報収集，当直（運転員）が実施する発電用

原子炉施設の操作に対する支援が重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応

における考慮 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定し，多

様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設

が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範

囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，緊急時

対策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉

施設の操作に対する支援が重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 
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柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正
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部に報告し，各機能班の責任者（統括又は班長）は，その時点

における他号炉の状況，人的リソースや資機材の確保状況，対

応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

また，発電所対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行

い，その結果を基に各機能班の責任者は必要となる対応を予想

して先行的に準備を行う。 

発電所対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の

対応について総括的な責任を負う。 

 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質放

出の防止，抑制を最大の目的とし，次に示す各項目を優先実施

事項とする。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷防止のための原子炉停止と原子炉圧力容

器への注水 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉

格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の

著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水

による拡散抑制 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

＜その他の対策＞ 

・要員（運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊をいう。以

下同じ。）の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

なお，これら優先実施事項の考え方は，事故時運転操作手順

書と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 炉心の著しい損傷を緩和するための対策 

・炉心の著しい損傷緩和のための原子炉停止と発電用原子

炉への注水 

b) 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子

炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

c) 使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料

体の著しい損傷を緩和するための対策 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

d) 放射性物質の放出を低減するための対策 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放

水による拡散抑制 

e) 大規模な火災が発生した場合における消火活動 

・消火活動 

f) その他の対策 

・要員の安全確保 

 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷緩和のための原子炉停止と原子炉圧力

容器への注水 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子

炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

＜燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著し

い損傷を緩和するための対策＞ 

・燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建物への放

水による拡散抑制 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保 

 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

 大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困

難で事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪

化した等の安全側に判断した措置をとるように判断フロー

を整備する。大規模損壊発生時に使用する手順書を有効か

つ効果的に使用するため，対応手順書において適用開始条

件を明確化するとともに，判断フローを明示することによ

り必要な個別戦略への移行基準を明確化する。 

 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警

報，外部からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知し

た場合，中央制御室の状況，プラント状態の大まかな確認

及び把握（火災発生の有無，建屋の損壊状況等）を行うと

ともに，大規模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の

判断を原子力防災管理者又は当直発電長が行う。また，原

子力防災管理者又は当直発電長が以下の適用開始条件に該

当すると判断した場合は，大規模損壊時に対応する手順に

基づく事故の進展防止及び影響を緩和するための活動を開

始する。 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下のい

ずれかの状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント状

態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機能喪失や

中央制御室と連絡が取れない場合を含む。） 

 

・使用済燃料プールの損傷により漏えいが発生し，使用済

燃料プールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与え

る可能性があるような大規模な損壊（建屋損壊に伴う広

範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用

した支援が必要と判断した場合 

c) 当直発電長が大規模損壊に対応する手順を活用した支

援が必要と判断した場合 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難

で事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪化し

た等の安全側に判断した措置をとるように対応フローを整

備する。また，大規模損壊発生時に使用する手順書を有効か

つ効果的に使用するため，対応手順書において適用開始条件

を明確化するとともに，判断フローを明示することにより必

要な個別戦略への移行基準を明確化する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警報，

外部からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知した場合，

中央制御室の状況，プラント状態の大まかな確認及び把握

（火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うとともに，大

規模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力

防災管理者又は当直副長が行う。また，原子力防災管理者又

は当直副長が以下の適用開始条件に該当すると判断した場

合は，大規模損壊時に対応する手順に基づく事故の進展防止

及び影響を緩和するための活動を開始する。 

 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下

のいずれかの状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラン

ト状態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機

能喪失や中央制御室と連絡が取れない場合を含

む。） 

・燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，燃料

プールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を

与える可能性があるような大規模な損壊（建物損壊

に伴う広範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場 

合 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活

用した支援が必要と判断した場合 

c) 当直副長が大規模損壊に対応する手順を活用した支

援が必要と判断した場合 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制
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 災害対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して

先行的に準備を行う。 

 災害対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体

の対応について総括的な責任を負う。 

また，非常招集を行った場合，災害対策要員（初動）は，

緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用で

きない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所とし

て利用する。 

 発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認

チェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定

の判断をするための災害対策本部で使用する対応フローを

整備する。この対応フローは，非常時運転手順書，重大事

故等対策要領等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握

するツールとして災害対策本部の運営を支援するために整

備するものであり，具体的な操作手順は個別の手順書等に

記載する。 

 また，ｂ．(b)項から(o)項の手順の中で使用することを

想定している設備については，チェックシートの項目に盛

り込むこととしている。 

 対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に災害

対策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次

に掲げる(a)，(b)項を実施する。 

当直発電長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作

については，災害対策本部に報告し，各班の責任者（本部

員）は，その時点における人的リソースや資機材の確保状

況，対応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を

行う。 

 また，重大事故等時に対処するために直接監視すること

が必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいず

れでも確認できない場合は，放射線測定器，可搬型代替直

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して

先行的に準備を行う。 

緊急時対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体

の対応について総括的な責任を負う。 

また，非常招集を行った場合，緊急時対策要員及び自衛消

防隊は，緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が

使用できない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所

として利用する。 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チ

ェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判

断を行うための緊急時対策本部で使用する対応フローを整

備する。この対応フローは，事故時操作要領書，原子力災害

対策手順書等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握する

ツールとして緊急時対策本部の運営を支援するために整備

するものであり，具体的な操作手順は個別の手順書等に記載

する。 

また，ｂ．(b)項から(o)項の手順の中で使用することを想

定している設備については，チェックシートの項目に盛り込

むこととしている。 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に緊急時

対策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に

掲げる(a)，(b)項を実施する。 

当直副長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作に

ついては，緊急時対策本部に報告し，各班の責任者（本部員）

は，その時点における人的リソースや資機材の確保状況，対

応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが

必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれ

でも確認できない場合は，放射線測定器，可搬型直流電源設

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当
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流電源設備や可搬型計測器等の代替の監視手段と無線連絡

設備等の通信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保さ

れ次第，パラメータ監視のための当直（運転員），重大事故

等対応要員等を現場に出動させ，先ず外からの目視による

確認を行い，その後，確認できないパラメータを対象に代

替監視手段を用いた可能な限り継続的なプラント状況の把

握に努める。パラメータが中央制御室及び緊急時対策所に

おいて部分的に確認できる場合は，確認したパラメータを

基に安全機能等の状況把握を行った上で，他のパラメータ

については，パラメータが確認できない場合と同様の対応

を行う。 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断

要素として代替できる他のパラメータを採取する。採取手

段の優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常

設計器等の使用を第 1 優先とし，監視機能の喪失により採

取できない場合は，中央制御室内の計器盤内にて可搬型計

測器等の使用を第 2 優先とする。中央制御室内でパラメー

タが採取できない場合は，現場の常設計器又は可搬型計測

器を使用して採取する。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要

素として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパ

ラメータのいずれもが採取できない場合は，先ず外からの

目視による確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も

影響を与えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を

回復させ，使用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

 (a) 当面達成すべき目標の設定 

 災害対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，

使用可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状況及

び火災発生状況等を把握し，チェックシートに記載した

上で，その情報を基に当面達成すべき目標を設定し，環

境への放射性物質の放出低減を最優先に，優先すべき戦

略を決定する。 

 当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に

当たっては，災害対策要員の安全確保を最優先とする。 

 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに

発電用原子炉を停止し，注水することである。炉心

備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無線通信設備等の通

信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，パラ

メータ監視のための当直（運転員），緊急時対策要員等を現

場に出動させ，まず外からの目視による確認を行い，その後，

確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用いて可

能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメータ

が中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認でき

る場合は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握

を行ったうえで，他のパラメータについては，パラメータが

確認できない場合と同様の対応を行う。 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要

素として代替できる他のパラメータを採取する。採取手段の

優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器

等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取できな

い場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を

第２優先とする。補助盤室内でパラメータが採取できない場

合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取す

る。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素

として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラ

メータのいずれも採取できない場合は，まず外からの目視に

よる確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与

えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復させ，

使用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，

使用可能な設備，屋外の放射線量率，建物の損傷状況，

火災発生状況等を把握し，チェックシートに記載したう

えで，その情報を基に当面達成すべき目標を設定し，環

境への放射性物質の放出低減を最優先に，優先すべき戦

略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に

当たっては，重大事故等に対処する要員の安全確保を最

優先とする。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに

発電用原子炉を停止し，注水することである。炉心

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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損傷に至った場合においても発電用原子炉への注水

は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の

破損を回避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速

やかに注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心

損傷，かつ，原子炉格納容器の破損又は使用済燃料

プール水位の異常低下の回避が困難な場合は放射性

物質の拡散抑制を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケース

も想定される。また，プラント状況に応じて，設定する

目標も随時見直していくこととする。 

 

 (b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

災害対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，

個別戦略を実施していく。設定目標と実施する個別戦略

の考え方を次に示す。 

    a) 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器への

注水 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に

実施する。 

 

    b) 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉

圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な

設備や対応可能要員の観点から，一時的に原子炉格納容

器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況になる

ことが想定される。この際に「閉じ込め」機能を維持す

るための個別戦略を実施する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放射

性物質が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物

質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    c) 設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略

を実施する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，

原子炉建屋内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定

損傷に至った場合においても発電用原子炉への注水

は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の

破損を回避する。 

・燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに

注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心

損傷かつ原子炉格納容器の破損又は燃料プール水位

の異常低下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散

抑制を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケース

も想定される。また，プラント状況に応じて，設定する

目標も随時見直していくこととする。 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づ

き，個別戦略を実施していく。設定目標と実施する個別

戦略の考え方を次に示す。 

a) 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器へ

の注水 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先

的に実施する。 

 

b) 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子

炉圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可

能な設備や対応可能要員の観点から，一時的に原子炉

格納容器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況

になることが想定される。この際に「閉じ込め」機能

を維持するための個別戦略を実施する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建物内に放

射性物質が漏えいする状況が想定される場合は，放射

性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

c) 設定目標：燃料プール水位確保 

燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施

する。燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建物

内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定される場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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される場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    d) 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への注

水が行えない場合，使用済燃料プール水位の低下が継続

している場合又は原子炉建屋が損傷している場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

ｂ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，

(a)項に示す 5つの活動を行うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等

に加えて共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型

重大事故等対処設備等を用いた手順，中央制御室での監視

及び制御機能が喪失した場合でも対応できるよう現場にて

プラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器

にてプラントパラメータを監視するための手順，建物や設

備の状況を目視にて確認するための手順及び現場にて直接

機器を作動させるための手順等を整備する。なお，プラン

トパラメータの採取手段の優先順位は，採取に時間を要し

ない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先とし，監視

機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内の計

器盤内にて可搬型計測器等の使用を第2優先とする。中央制

御室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設計

器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

 技術的能力に係る審査基準 1.2から 1.14における重大事

故等対処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。ま

た，大規模損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

 

(a) 5つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

イ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関す

る手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動として，故意による大型航空機の衝突によ

る大規模な航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた

泡消火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害におい

ては，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備

は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

d) 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への

注水が行えない場合，燃料プール水位の低下が継続し

ている場合又は原子炉建物が損傷している場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

ｂ. 大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，

(a)項に示す５つの活動を行うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に

加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の

現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視

手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連

絡手順を整備する。なお，プラントパラメータの採取手段の

優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器

等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取できな

い場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を

第２優先とする。補助盤室内でパラメータが採取できない場

合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取す

る。 

 

 

 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故

等対処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。また，

大規模損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

 

(a) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

ⅰ 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

する手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動として，故意による大型航空機の衝突

による航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡

消火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害にお

いては，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正
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の火災が発生した場合においても，同様な対応が可能な

ように多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合

における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消

火について速やかに準備し，早期に準備が可能な化学消

防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火並び

に延焼防止のための消火を実施する。 

 

地震により建屋内部に火災が発生した場合において，

屋外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響

を受けないと考えられるため，これらの設備を中心とし

た事故対応を行うことが可能である。なお，当該の対応

において事故対応を行うためのアクセスルート若しくは

操作箇所での復旧活動に支障となる火災が発生している

場合は，消火活動を速やかに実施し，操作箇所までのア

クセスルート等を確保する。具体的には，次の手順で対

応を行う。 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇

所を使用する。 

b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害

がある場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇

所を優先的に確保する。 

c) a)及び b)いずれの場合も，予備としてもう１つの操

作箇所へのアクセスルートを確保する。 

 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に

示す a)～d)の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，

優先度の高い火災より順次消火活動を実施する。 

 

a) アクセスルート・操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保 

・車両及びホースルートの設置エリアの確保（初期消火

に用いる化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車等） 

 

b) 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建屋，放射性物質内

包の建屋 

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エ

設備の火災が発生した場合においても，同様な対応が

可能なように多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場

合における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた

泡消火について速やかに準備し，早期に準備が可能な

小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車及び化学消防自

動車による泡消火並びに延焼防止のための消火を実施

する。 

地震により建物内部に火災が発生した場合におい

て，屋外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災

の影響を受けないと考えられるため，これらの設備を

中心とした事故対応を行うことが可能である。なお，

当該の対応において，事故対応を行うためのアクセス

ルート又は操作箇所での復旧活動に支障となる火災が

発生している場合は，消火活動を速やかに実施し，操

作箇所までのアクセスルート等を確保する。具体的に

は，次の手順で対応を行う。 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その

箇所を使用する。 

b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに

障害がある場合，最もアクセスルートを確保し

やすい箇所を優先的に確保する。 

c) a)及びb)いずれの場合も，予備としてもう１つの

操作箇所へのアクセスルートを確保する。 

 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に

示すa)からd)の区分を基本に消火活動の優先度を判定

し，優先度の高い火災より順次消火活動を実施する。 

 

a) アクセスルート・操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保 

・車両及びホースルートの設置エリアの確保 

（初期消火に用いる化学消防自動車，小型放

水砲等） 

b) 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建物，放射

性物質内包の建物 

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及
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リアの確保 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及びホースルー

ト，放水砲の設置エリアの確保 

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力

安全に影響を与える可能性がある火災の消火 

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及び

設置エリアの確保 

d) その他火災の消火 

a)から c)以外の火災は，対応可能な段階になってか

ら，可能な範囲で消火する。 

 

 建屋内外共に上記の考え方を基本に消火するが，大型

航空機衝突による建屋内の大規模な火災時は，入域可能

な状態になってから消火活動を実施する。 

 また，自衛消防隊以外の災害対策要員が消火活動を行

う場合は，災害対策本部の指揮命令系統の下で活動する。 

 

 消火活動に当たっては，事故対応とは独立した通信手

段を用いるために，消火活動専用の無線連絡設備の回線

を使用する。 

 

ロ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のと

おりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スク

ラム，再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制，

ほう酸水注入，代替制御棒挿入機能又は手動挿入に

よる制御棒緊急挿入及び原子炉水位低下による原子

炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧

炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障によ

り発電用原子炉の冷却が行えない場合に，高圧代替

注水系により発電用原子炉を冷却する。全交流動力

電源喪失又は常設直流電源系統喪失により発電用原

子炉の冷却が行えない場合は，常設代替直流電源設

備より給電される高圧代替注水系による発電用原子

炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動による

び設置エリアの確保 

・大型送水ポンプ車，ホースルート及び放水砲

の設置エリアの確保 

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子

力安全に影響を与える可能性がある火災の消火 

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続

箇所及び設置エリアの確保 

d) その他火災の消火 

a)からc)以外の火災は，対応可能な段階になっ

てから，可能な範囲で消火する。 

 

建物内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，

大型航空機衝突による建物内の大規模な火災時は，入

域可能な状態になってから消火活動を実施する。 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動

を行う場合は，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令

系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で活動する。 

消火活動に当たっては，事故対応とは独立した通信

手段を用いるために，消火活動専用の無線通信設備の

回線を使用する。 

 

ⅱ 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手

順等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次の

とおりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動ス

クラム，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出

力抑制，ほう酸水注入，代替制御棒挿入機能又は

手動挿入による制御棒緊急挿入及び原子炉水位低

下による原子炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高

圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障

により発電用原子炉の冷却が行えない場合に，高

圧原子炉代替注水系により発電用原子炉を冷却す

る。全交流動力電源喪失又は常設直流電源系統喪

失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，

常設代替直流電源設備より給電される高圧原子炉

代替注水系による発電用原子炉の冷却又は原子炉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪

失している状態において，原子炉内低圧時に期待し

ている注水機能が使用できる場合は，逃がし安全弁

による原子炉減圧操作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉

冷却材喪失事象が発生している場合は，残留熱除去

系（低圧注水系）又は低圧炉心スプレイ系を優先し，

全交流動力電源喪失により発電用原子炉の冷却が行

えない場合は，低圧代替注水系（常設），低圧代替

注水系（可搬型），代替循環冷却系，消火系及び補

給水系による発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

 

 

 

 

ハ．原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する

手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次

のとおりとする。 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障又

は全交流動力電源喪失により機能が喪失した場合

は，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），代替格

納容器スプレイ冷却系（可搬型），消火系及び補給

水系により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場

合は，緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系に

よりサプレッション・チェンバから最終ヒートシン

ク（海洋）へ熱を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容

器圧力逃がし装置により，原子炉格納容器内の減圧

及び除熱を行う。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の破損を防止するため，代替循環冷却系によ

隔離時冷却系の現場起動により発電用原子炉の冷

却を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が

喪失している状態において，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に期待している注水機能が使用で

きる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操作

を行う。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，原

子炉冷却材喪失事象が発生している場合は，残留

熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレ

イ系を優先し，全交流動力電源喪失により発電用

原子炉の冷却が行えない場合は，低圧原子炉代替

注水系（常設），復水輸送系，消火系及び低圧原子

炉代替注水系（可搬型）により原子炉を冷却する。 

 

 

 

 

 

ⅲ 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関す

る手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は

次のとおりとする。 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障又は

全交流動力電源喪失により機能喪失した場合は，

格納容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系，消

火系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

り原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

る。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した

場合は，原子炉補機代替冷却系によりサプレッシ

ョン・チェンバから最終ヒートシンク（海）へ熱

を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納

容器フィルタベント系により，原子炉格納容器内

の減圧及び除熱を行う。 

・炉心に著しい損傷が発生した場合において，原子

炉格納容器の破損を防止するため，残留熱代替除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の同様設

備である残留熱代替除

去系は，四十七条の重大

事故等対処設備とは位

置付けていない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，可搬の

原子炉補機代替冷却系

を四十八条の重大事故

等対処設備にしている

のに対し，東海第二は常

設の緊急用海水系を四
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り原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させる。 

 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉

心・コンクリート相互作用や溶融炉心と原子炉格納

容器バウンダリの接触による原子炉格納容器の破損

を防止するため，ペデスタル（ドライウェル部）へ

注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素が放出された場合において

も水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ためにプラント運転中の原子炉格納容器内は不活性

ガス（窒素）置換により原子炉格納容器内雰囲気を

不活性化した状態になっているが，炉心の著しい損

傷が発生し，ジルコニウム－水反応並びに水の放射

線分解等による水素及び酸素の発生によって水素濃

度及び酸素濃度が可燃限界を超えるおそれがある場

合は，可燃性ガス濃度制御系により水素及び酸素の

濃度を抑制する。また，可搬型窒素供給装置により

原子炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度

を抑制し，更に酸素濃度が上昇する場合においては，

格納容器圧力逃がし装置により水素を原子炉格納容

器外に排出する手段を有している。 

 

 

 

ニ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃

料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

等 

使用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステン

レス鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持

されている。使用済燃料プールの水位を確保するための

対応手段及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対応

手段は次のとおりとする。 

 

・使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃

料プール水位・温度，使用済燃料プールエリア放射

線モニタ及び使用済燃料プール監視カメラを使用す

る。 

 

去系により原子炉格納容器の圧力及び温度を低下

させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融

炉心・コンクリート相互作用（以下「ＭＣＣＩ」

という。）や溶融炉心と原子炉格納容器バウンダリ

の接触による原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉格納容器下部へ注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合に

おいても，水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するためにプラント運転中の原子炉格納容

器内は不活性ガス（窒素）置換により原子炉格納

容器内雰囲気を不活性化した状態になっている

が，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウム－

水反応，水の放射線分解等による水素ガス及び酸

素ガスの発生によって水素濃度及び酸素濃度が可

燃限界を超えるおそれがある場合は，可燃性ガス

濃度制御系により水素ガス及び酸素ガスの濃度を

抑制する。また，可搬式窒素供給装置により原子

炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度を

抑制し，さらに酸素濃度が上昇する場合において

は，格納容器フィルタベント系により水素ガス及

び酸素ガスを原子炉格納容器外に排出する手段を

有している。 

 

ⅳ 燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体

の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス

鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持さ

れている。燃料プールの水位を確保するための対応手

段及び燃料体等の著しい損傷を緩和するための対応手

段は次のとおりとする。 

 

・燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水

位（ＳＡ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を使

用する。 

十八条の重大事故等対

処設備として位置付け

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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・使用済燃料プールの注水機能の喪失又は使用済燃料

プールからの水の漏えい，その他の要因により使用

済燃料プールの水位が低下した場合は，常設低圧代

替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系（注水

ライン），可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替

注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（注水

ライン），可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料

プール注水系（可搬型スプレイノズル）及び消火系

により使用済燃料プールへ注水することにより，使

用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，臨界を防止する。 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の

要因により使用済燃料プールの水位維持が行えない

場合，常設スプレイヘッダ又は可搬型スプレイノズ

ルを使用したスプレイを実施することで，使用済燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止するとともに，環境への放射性物質

の放出を可能な限り低減させる。 

 

 

・原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原子

炉建屋に近づけない場合は，放水砲により燃料体の

著しい損傷の進行を緩和する。 

 

ホ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順

等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のと

おりとする。 

・原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，可

搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲によ

り原子炉建屋に海水を放水し，大気への放射性物質

の拡散を抑制する。 

・その際，放水することで放射性物質を含む汚染水が

一般排水路を通って雨水排水路集水桝又は放水路か

ら海へ流れ出すため，汚濁防止膜を設置することで，

海洋への拡散範囲を抑制する。 

 

 

・燃料プールの注水機能の喪失又は燃料プールから

の水の漏えい，その他の要因により燃料プールの

水位が低下した場合は，消火系，燃料プールスプ

レイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールス

プレイ系（可搬型スプレイノズル）により燃料プ

ールへ注水することにより，燃料プール内の燃料

体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因

により燃料プールの水位維持が行えない場合は，

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）又

は燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールスプレイを実施することで，燃

料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止するとともに，環境への放射性物

質の放出を可能な限り低減させる。 

 

・原子炉建物の損壊又は放射線量率の上昇により原

子炉建物に近づけない場合は，放水砲により燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和する。 

 

ⅴ 放射性物質の放出を低減するための対策に関する手

順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次の

とおりとする。 

・原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合は，

大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に

海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制

する。 

・その際，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置

することにより汚染水の海洋への拡散抑制を行

う。 

・放水することで放射性物質を含む汚染水が構内雨

水排水路から海へ流れ出すためシルトフェンスを

設置することで，海洋への拡散範囲を抑制する。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬の

燃料プールスプレイ系

を五十四条の重大事故

等対処設備として位置

付けているのに対し，東

海第二は常設低圧代替

注水系ポンプによる代

替燃料プール注水系を

五十四条の重大事故等

対処設備，として位置付

けている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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・防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置することに

より汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.2の手順を用いた手順

等を整備する。 

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.3の手順を用いた手順

等を整備する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.4の手順を用いた手順

等を整備する。 

(e) 「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.5の手順を用いた手順

等を整備する。 

(f) 「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.6の手順を用いた手順

等を整備する。 

(g) 「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手

順等」 

重大事故等対策にて整備する1.7の手順を用いた手順

等を整備する。 

(h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.8の手順を用いた手順

等を整備する。 

(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.9の手順を用いた手順

等を整備する。 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」 

・また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津

波警報や津波警報が出ている状況等）である場合

は，大津波警報又は津波警報等が解除された後に

シルトフェンスの設置を開始する。 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.2の手順を用いた手

順等を整備する。 

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

の手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.3の手順を用いた手

順等を整備する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.4の手順を用いた手

順等を整備する。 

(e) 「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.5の手順を用いた手

順等を整備する。 

(f) 「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.6の手順を用いた手

順等を整備する。 

(g) 「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.7の手順を用いた手

順等を整備する。 

(h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.8の手順を用いた手

順等を整備する。 

(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.9の手順を用いた手

順等を整備する。 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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重大事故等対策にて整備する1.10の手順を用いた手順

等を整備する。 

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.11の手順を用いた手順

等を整備する。 

(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.12の手順を用いた手順

等を整備する。 

(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.13の手順を用いた手順

等を整備する。 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.14の手順を用いた手順

等を整備する。 

(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

可搬型設備等による対応手順等のうち，柔軟な対応を

行うための大規模損壊に特化した手順を以下に示す。 

イ．格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱手順 

ロ．可搬型代替注水中型ポンプによる消火手順 

ハ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲に

よる使用済燃料プールへの注水手順 

ニ．可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲に

よる使用済燃料乾式貯蔵建屋への放水手順 

ホ．現場での可搬型計測器によるパラメータ計測及び監

視手順 

 

ｃ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮

し中央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備

する。 

ｄ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書については，地

震，津波及び地震と津波の重畳により発生する可能性のあ

る大規模損壊に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故

シーケンスグループの選定にて抽出しなかった地震及び津

波特有の事象として発生する事故シーケンスについて，当

該事故により発生する可能性のある重大事故，大規模損壊

重大事故等対策にて整備する1.10の手順を用いた手

順等を整備する。 

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.11の手順を用いた手

順等を整備する。 

(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.12の手順を用いた手

順等を整備する。 

(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順

等」 

重大事故等対策にて整備する1.13の手順を用いた手

順等を整備する。 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.14の手順を用いた手

順等を整備する。 

(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

可搬型設備等による対応手順等のうち，柔軟な対応

を行うための大規模損壊に特化した手順を以下に示

す。 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 現場での可搬型計測器によるパラメータ計測，監視

手順 

ⅱ 中央制御室損傷時の通信連絡手順 

ｃ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し

中央制御室の機能が喪失した場合も対応できるよう整備

する。 

ｄ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書は，地震，津波及

び地震と津波の重畳により発生する可能性のある大規模

損壊に対して，また，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケン

スグループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有

の事象として発生する事故シーケンスについて，当該事故

により発生する可能性のある重大事故及び大規模損壊へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大規模

損壊時に特化した手順

を整備 

【東海第二】 

 大規模特化として整

備する手順の相違 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載を適正

化 
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への対応をも考慮する。加えて，大規模損壊発生時に，同

等の機能を有する可搬型重大事故等対処設備，常設重大事

故等対処設備及び設計基準事故対処設備が同時に機能喪失

することなく，炉心注水，電源確保，放射性物質拡散抑制

等の各対策が上記設備のいずれかにより達成できるよう構

成する。 

ｅ．発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の

対応する手順については，大規模損壊に関する考慮事項等，

米国におけるＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，

当該のガイドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対

応状況を確認する。 

の対応も考慮する。加えて，大規模損壊発生時に，同等の

機能を有する可搬型重大事故等対処設備，常設重大事故等

対処設備及び設計基準事故対処設備が同時に機能喪失す

ることなく，炉心注水，電源確保，放射性物質拡散抑制等

の各対策が上記設備のいずれかにより達成できるよう構

成する。 

ｅ．発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対

応する手順は，大規模損壊に関する考慮事項等，米国にお

けるＮＥＩガイドの考え方も参考とする。また，当該ガイ

ドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対応状況を

確認する。 
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2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊に至る可能性のある事象は，基準地震動及び基

準津波等の設計基準を超えるような規模の自然災害並びに故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。

重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が受ける影響及び被

害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと

なる。そのため，発電所施設の被害状況から残存する資源等

を活用し事故対応を行う。被害を受けた機器の復旧可能性の

把握，判断も事故対応の方向性を決める判断要素の一つとす

る。残存する資源の把握，活用，復旧判断等の活動は，通常

時の実務経験を踏まえた「添付資料 1.0.10重大事故等時の体

制について」で整備する体制で引き続き対応する。 

ただし，中央制御室の機能喪失，要員の被災及び重大事故

等対処で期待する重大事故等対処設備が使用できない等の状

況を想定した場合に対処できるよう，該当する部分の体制の

整備，充実を図る。 

福島第一原子力発電所事故の対応の際には，複数の発電用

原子炉施設での同時被災を想定した備えが十分でなく，発電

所対策本部の情報共有と指揮命令が混乱し，迅速・的確な意

思決定ができなかったことから，大規模損壊の発生に備えた

発電所対策本部及び本社対策本部の体制は，重大事故等対処

のための体制と同様，指揮命令系統，及び各機能班・スタッ

フの役割を明確にすることを基本とする。また，重大事故等

を超えるような状況を想定した大規模損壊対応のための体制

を整備，充実するために大規模損壊対応に係る必要な計画の

策定並びに運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊に対する

教育及び訓練を付加して実施し体制の整備を図る。 

2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等対策に係る体制を基本とす

るが，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の

体制が部分的に機能しない場合においても流動性を持って柔軟

に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに災害対策要員に対する教育及び訓

練を付加して実施し体制の整備を図る。 

2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

おける体制については，重大事故等対策に係る体制を基本とす

るが，大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の

体制が部分的に機能しない場合においても流動性を持って柔軟

に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊

対応のための体制を整備，充実するために，大規模損壊対応に

係る必要な計画の策定並びに重大事故等に対処する要員に対す

る教育及び訓練を付加して実施し体制の整備を図る。 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊への教育及び

訓練については，「添付資料1.0.9重大事故等対策の対処に係

る教育及び訓練について」で定める教育及び訓練に加え，過

酷な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生

時に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得

するための教育及び訓練を実施する。また，原子力防災管理

者及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しな

い場合及び残存する資源等を最大限活用しなければならない

事態を想定した個別の教育及び訓練を実施する。さらに，運

転員及び緊急時対策要員の役割に応じて付与される力量に加

え，流動性をもって柔軟に対応できるような力量を確保して

いくことにより，本来の役割を担う要員以外の要員でも対応

できるよう教育及び訓練の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

必要な力量の確保に当たっては，通常時の実務経験を通じ

て付与される力量を考慮し，事故時対応の知識及び技能につ

いて，運転員，緊急時対策要員及び自衛消防隊の役割に応じ

た教育及び訓練を定められた頻度，内容で計画的に実施する

ことにより各要員の力量の維持・向上を図る。 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊発生時の体制については，重大事故等対策に係

る体制を基本とするが，大規模損壊の発生により，要員の被

災等による非常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制

御室の機能喪失含む）においても流動性を持って柔軟に対応

できる体制を整備する。 

発電所対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施

組織及びその支援組織から構成されており，それぞれの機能

ごとに責任者を定め，役割分担を明確にし，効果的な大規模

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確，かつ，柔軟に対処するために必要な力量を確保

するため，災害対策要員への教育及び訓練については，重大

事故等対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷な状況下

においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に対応す

る手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得するための

教育及び訓練を実施する。また，原子力防災管理者及びその

代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しない場合を想

定した個別の教育及び訓練を実施する。さらに，重大事故等

対応要員においては，要員の役割に応じて付与される力量に

加え，流動性をもって柔軟に対応できるような力量を確保し

ていくことにより，本来の役割を担う要員以外の要員でも対

応できるよう教育及び訓練の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊の発生に備えた災害対策本部及び本店対策本部

の体制は，重大事故等対策に係る体制を基本とする体制を整

備する。 

 

 

 

 

 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処するために必要な力量を確保する

ため，重大事故等に対処する要員への教育及び訓練について

は，重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練に加え，過酷

な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時

に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得す

るための教育及び訓練を実施する。また，原子力防災管理者

及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しない

場合を想定した個別の教育及び訓練を実施する。さらに，緊

急時対策要員の役割に応じて付与される力量に加え，流動性

をもって柔軟に対応できるような力量を確保していくことに

より，本来の役割を担う要員以外の要員でも対応できるよう

教育及び訓練の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊の発生に備えた緊急時対策本部及び緊急時対策

総本部の体制は，重大事故等対策に係る体制を基本とする体

制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の運転員

は，中央制御室及び現場

（屋内）において，プラ

ント対応に傾注してい

るため，多能化について

は考慮していない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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損壊の緩和措置を実施し得る体制とする。また，複数号炉の

同時被災の場合においても，重大事故等対処設備を使用して

炉心損傷や原子炉格納容器の破損等に対応できる体制とす

る。6 号及び7 号炉の原子炉主任技術者は，号炉ごとに独立

性を確保して配置する。 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に緊急時対策要員50 名，運転員40 名及び自衛消

防隊10 名の合計100 名を常時確保し，大規模損壊発生時は本

部長代行が初動の指揮を執る体制を整備する。 

さらに，大規模な自然災害が発生した場合には，上述 100 名

の中に被災者が発生する可能性があることに加え，社員寮，

社宅等からの交替要員参集に時間を要する可能性があるが，

その場合であっても，運転員及び自衛消防隊を含む発電所構

内に常駐する要員により優先する対応手順を必要とする要員

数未満で対応することで交替要員が到着するまでの間も事故

対応を行えるよう体制を整備する。 

 

 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に勤務している緊急時対策要員により指

揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応する

ための体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に災害対策要員（指揮者等）4 名，重大事故等対

応要員 17 名，当直（運転員）7 名，自衛消防隊 11 名を常時

39名確保し，大規模損壊の発生により要員の被災等による非

常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪

失含む。）においても，対応できる体制を整備する。 

 

なお，原子炉運転停止中※については，中央制御室の当直（運

転員）を 5名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃

未満）及び燃料交換の期間 

さらに，発電所構内に常駐する要員により交替要員が到着

するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令

系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に常駐している災害対策要員により指揮

命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時に対応するた

めの体制を整備する。 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における統括待

機当番者（副原子力防災管理者）を含む災害対策要員（初

動）は，地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にも

対応できるよう，分散して待機する。また，建物の損壊等

により要員が被災するような状況においても，発電所構内

に常駐している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとる

ことを基本とする。 

 

ｂ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う災害

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

 

 

 

 

 

 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても

発電所構内に緊急時対策要員 31名，運転員９名及び火災発生

時の初期消火活動に対応するための自衛消防隊７名の合計 47

名を常時確保し，大規模損壊の発生により要員の被災等によ

る非常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機

能喪失を含む。）においても，対応できる体制を整備する。 

 

なお，２号炉原子炉運転停止中※については，中央制御室の

２号運転員を５名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃未

満）及び燃料交換の期間 

さらに，発電所構内に常駐する要員により交替要員が到着

するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命

令系統の確立についての基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況にお

いても，発電所構内に勤務している重大事故等に対処する要

員により指揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊発生時

に対応するための体制を整備する。 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における指示者（副

原子力防災管理者）を含む重大事故等に対処する要員は，

地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にも対応でき

るよう，分散して待機する。また，建物の損壊等により要

員が被災するような状況においても，発電所構内に勤務し

ている他の要員を活用する等の柔軟な対応をとることを基

本とする。 

 

ｂ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時

対策要員と発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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(4) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

a. 本社対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本社対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「添付資料1.0.10重大事故等時の体制

について」で整備する支援体制と同様である。 

 

b. 外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「添付資料

1.0.4外部からの支援について」で整備する支援体制と同様

である。 

に必要な災害対策要員は緊急時対策所及び第二弁操作室，

当直（運転員）の一部は中央制御室待避室にとどまり，そ

の他の災害対策要員は発電所構外へ一時退避し，その後，

災害対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

 

 

 

ｃ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，

災害対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，災害対策本部長が，事故対

応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の実

施が必要と判断した場合は，災害対策本部の指揮命令系統

の下，放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事させる。 

 

 

(4) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．本店対策本部体制の確立 

大規模損壊発生時における本店対策本部の設置による発

電所への支援体制は，「技術的能力審査基準 1.0」で整備す

る支援体制と同様である。 

 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「技術的能力

審査基準 1.0」で整備する原子力災害発生時の外部支援体

制と同様である。 

 

 

 

に必要な緊急時対策要員は緊急時対策所，運転員は中央制

御室待避室及び緊急時対策所にとどまり，その他の緊急時

対策要員及び自衛消防隊は発電所構外へ一時退避し，その

後，緊急時対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

 

 

 

ｃ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，緊

急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊

は消火活動を実施する。また，緊急時対策本部長が，事故

対応を実施又は継続するために，放水砲等による泡消火の

実施が必要と判断した場合は，緊急時対策本部の指揮命令

系統の下，放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事さ

せる。 

 

(4) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．緊急時対策総本部体制の確立 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置によ

る発電所への支援体制は，「技術的能力審査基準 1.0」で整

備する支援体制と同様である。 

 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「技術的能力

審査基準 1.0」で整備する原子力災害発生時の外部支援体制

と同様である。 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

 島根 2号炉は，格納容

器破損のおそれがない

場合におけるベント弁

操作後の運転員は，中央

制御室待避室にとどま

る 
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2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従

って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材を

次に示す基本的な考え方に基づき配備する。なお，大規模損壊

発生時の対応のために必要となる設備及び資機材については，

「添付資料1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について」で整

備するもので対応可能である。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムヘの対応に必要な設備の配備及び当該設備の

防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等時で配備する設

備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有する設計

基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能

喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所に

保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の可

搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管場所を

分散しかつ十分離して配備する。 

2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従

って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材を

配備する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の

防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備する

設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有する設

計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機

能喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所

に保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の

可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないように保管場所

を分散し，かつ，十分離して配備する。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震により生じる

敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等沈

下，地盤支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受

けない場所に保管する。また，敷地に遡上する津波を超え

る津波に対して，裕度を有する高台に保管する。 

ｂ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建

屋等から 100m以上離隔距離を確保するとともに，当該可搬

型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基

準対象施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の

離隔距離を確保した上で，当該建屋及び当該設備と同時に

影響を受けない場所に分散して配備する。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複

数箇所に分散して保管する。原子炉建屋外から電力又は水

を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセスルート

を確保した複数の接続口を設ける。 

2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従

って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材を

配備する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の

防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備する

設備の基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有する設

計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機

能喪失することのないよう外部事象の影響を受けにくい場所

に保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の

可搬型重大事故等対処設備等が機能喪失しないように保管場

所を分散しかつ十分離して配備する。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震により生じる

敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等

沈下，地盤支持力の不足，地下構造物の損壊等の影響を

受けない場所に保管する。また，原子炉建物外から電力

又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備のうち，少

なくとも１セットは，基準津波を超える津波に対して，

裕度を有する高台に保管する。 

ｂ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建

物，タービン建物及び廃棄物処理建物から100m以上の離

隔距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処

設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備

及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を

確保したうえで，当該建物及び当該設備と同時に影響を

受けない場所に分散して配備する。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複

数箇所に分散して保管する。原子炉建物外から電力又は

水を供給する可搬型重大事故等対処設備は，アクセスル

ートを確保した複数の接続口を設ける。 

・記載表現の相違

【東海第二】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・記載表現の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・設計方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物外から電力又は水

を供給する可搬型設備

のうち少なくとも１セ

ットは高台とする 
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(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大事

故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，高線量の

環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない状況を

想定し配備する。また，そのような状況においても使用を期待

できるよう，屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原

子炉建屋，タービン建屋及び廃棄物処理建屋から100m以上離隔

距離を確保するとともに，当該可搬型重大事故等対処設備がそ

の機能を代替する屋外の設計基準対象施設及び常設重大事故等

対処設備から100m以上の離隔距離を確保した上で，分散して配

備する。 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大

事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，高線

量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない

状況を想定し配備する。また，そのような状況においても使

用を期待できるよう，原子炉建屋から 100m以上離隔をとった

場所に分散して配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下

において，事故対応のために着用する全面マスク，高線量

対応防護服及び個人線量計等の必要な資機材を配備する。 

 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火

災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航空

機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施するため

に着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び可搬型代替注

水大型ポンプ（放水用）や放水砲等の消火設備を配備する。 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外

等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様な

複数の通信連絡設備を整備する。また，消火活動専用の通

信連絡が可能な無線連絡設備を配備する。 

 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大

事故等対策で配備する資機材の基本的な考え方を基に，高線

量の環境，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない

状況を想定し配備する。また，そのような状況においても使

用を期待できるよう，原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処

理建物から 100m以上離隔をとった場所に分散して配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下

において，事故対応のために着用する全面マスク，高線量

対応防護服，個人線量計等の必要な資機材を配備する。 

 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火

災，又は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航空

機燃料火災の発生に備え，必要な消火活動を実施するため

に着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び大型送水ポン

プ車や放水砲等の消火設備を配備する。 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外等

との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため，多様な複

数の通信連絡設備を整備する。また，消火活動専用の通信

連絡が可能な無線通信設備を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 プラントの相違によ

る離隔対象設備の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 の設置許可

をベースに，記載の適正

化 
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2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムへの対応における事項 

＜要求事項> 

発電用原子炉設置者において，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉

施設の大規損な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関

し，以下の項目についての手順書が適切に整備されているか，

又は整備される方針が適切に示されていること。また，当該手

順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備さ

れているか，又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

1 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動に関すること。 

2 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

3 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和する

ための対策に関すること。 

4 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保す

るための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策

に関すること。 

5 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するため

の対策に関すること。 

 

【解釈】 

１  発電用原子炉設置者において，大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用

原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合において，第1号

から第5号までに掲げる活動を実施するために必要な手順

書，体制及び資機材等を適切に整備する方針であること 

２  第1号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火災

が発生した場合における消火活動」について，発電用原子

炉設置者は，故意による大型航空機の衝突による外部火災

を想定し，泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等

を整備する方針であること。 

 

３  発電用原子炉設置者は，本規程における「1.重大事故等対

策における要求事項」の以下の項目について，大規模な自然災

2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応における事項 

 

【解釈】 

１  発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用

原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合において、第１号

から第５号までに掲げる活動を実施するために必要な手順

書、体制及び資機材等を適切に整備する方針であること。 

２  第１号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火

災が発生した場合における消火活動」について、発電用原子

炉設置者は、故意による大型航空機の衝突による外部火災を

想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順等を整

備する方針であること。 

 

３  発電用原子炉設置者は、本規程における「１. 重大事故等

対策における要求事項」の以下の項目について、大規模な自

＜要求事項＞ 

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉

施設の大規損な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生する

おそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関

し、以下の項目についての手順書が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。また、当該手

順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合

における消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和する

ための対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和

するための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確

保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減する

ための対策に関すること。 

2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムへの対応における事項 

＜要求事項＞ 

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉

施設の大規模な損壊(以下「大規模損壊」という。)が発生する

おそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関

し、以下の項目についての手順書が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。また、当該手

順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するた

めの対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和す

るための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための

対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 

 

【解釈】 

１ 発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用

原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合において、第 1

号から第 5 号までに掲げる活動を実施するために必要な手

順書、体制及び資機材等を適切に整備する方針であること。 

２ 第 1 号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火

災が発生した場合における消火活動」について、発電用原

子炉設置者は、故意による大型航空機の衝突による外部火

災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動についての手順

等を整備する方針であること。 

 

３ 発電用原子炉設置者は、本規程における「1.重大事故等対

策における要求事項」の以下の項目について、大規模な自
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害を想定した手順等を整備する方針であること。 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順   

等 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

1.5 最終ヒートシンクヘ熱を輸送するための手順等 

 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手

順等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの手順等 

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の手順等 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

４  発電用原子炉設置者は，上記３の項目について，故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムも想定した手順等

を整備する方針であること。 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性

を確認する。これに加え，確率論的リスク評価（以下「PRA」と

いう。）の結果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽

出しなかった地震及び津波特有の事象として発生する事故シー

ケンスについても対応できる手順書として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

然災害を想定した手順等を整備する方針であること。 

 １．２ 原子炉冷却材圧カバウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

 １．３ 原子炉冷却材圧カバウンダリを減圧するための手順

等 

 １．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための手順等 

 １．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

  

１．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

 １．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

 １．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手

順等 

 １．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するた

めの手順等 

 １．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの手順 

 １．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

 １．１２ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等 

 １．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

 １．１４ 電源の確保に関する手順等 

４  発電用原子炉設置者は、上記３の項目について、故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムも想定した手順等

を整備する方針であること。 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性

を確認する。これに加え，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケン

スグループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象

として発生する事故シーケンスについても対応できる手順書と

して整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 

然災害を想定した手順等を整備する方針であること。 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための手順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための手順等 

1.5 最終ヒートシンクヘ熱を輸送するための手順等 

 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順

等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の手順等 

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するため

の手順等 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手

順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

４ 発電用原子炉設置者は、上記３の項目について、故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムも想定した手順等

を整備する方針であること。 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定したうえで，整備した対応手順書の有効

性を確認する。これに加え，ＰＲＡの結果に基づく事故シーケ

ンスグループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事

象として発生する事故シーケンスについても対応できる手順書

として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについて

は，様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して

発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前提とした対応

手順書を整備する。 
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(1) 大規模損壊のケーススタディで扱う自然現象の選定につい

て

大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に抽

出するため，柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺での発生実績

に関わらず，国内で一般に発生し得る事象に加え，国内外の基

準で示されている外部事象を抽出した。 

各事象（重畳を含む）について，設計基準を超えるような苛

酷な状況を想定した場合の発電用原子炉施設への影響度を評価

し，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象を選定し，さらに大規模損壊のケーススタディとし

て扱う事象をその中から選定した。 

検討プロセスをフローで表したものを図2.1.1に示す。また検

討内容について以下に示す。 

a. 自然現象の網羅的な抽出

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理し，

自然現象44事象を抽出した。（添付資料2.1.1 参照） 

b. 特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性の

ある自然現象の選定

各自然現象について，設計基準を超えるような非常に苛酷

な状況を想定した場合に発電用原子炉施設の安全性が損な

われる可能性について評価を実施し，発生し得るプラント状

態（起因事象）を特定した。 

プラント状態を特定するに当たっては，イベントツリー

による事象進展評価又は定性的な評価を実施した。 

主要な事象（検討した結果，特に発電用原子炉施設の安

全性に影響を与える可能性があるとして整理された事象）

の影響を整理した結果を表2.1.1，表2.1.2，表2.1.3 及び

図2.1.2 にそれぞれ示す。その他の事象を含む全事象に対

する検討内容については添付資料2.1.1 に示す。検討した

結果，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能

性のある自然現象として選定されたものは次のとおり。 

・地震

・津波

・地震と津波の重畳

・風（台風）

(1) 大規模損壊のケーススタディで扱う自然現象の選定につい

て 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に抽

出するため，東海第二発電所及びその周辺での発生実績に関わ

らず，国内で一般に発生し得る事象に加え，国内外の基準で示

されている外部事象を抽出した。 

各事象（重畳を含む）について，設計基準を超えるような苛

酷な状況を想定した場合の発電用原子炉施設への影響度を評価

し，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象を選定し，さらに大規模損壊のケーススタディとし

て扱う事象をその中から選定した。 

検討プロセスをフローで表したものを第2.1.1図に示す。また

検討内容について以下に示す。 

ａ．自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理し，

自然現象55事象を抽出した。 

ｂ．特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象の選定 

各自然現象について，設計基準を超えるような非常に苛酷

な状況を想定した場合に発電用原子炉施設の安全性が損なわ

れる可能性について評価を実施し，発生し得るプラント状態

（起因事象）を特定した。 

プラント状態を特定するに当たっては，イベントツリーに

よる事象進展評価又は定性的な評価を実施した。  

主要な事象（検討した結果，特に発電用原子炉施設の安全

性に影響を与える可能性があるとして整理された事象）の影

響を整理した結果を第2.1.1表，第2.1.2表，第2.1.3表及び第

2.1.2図にそれぞれ示す。検討した結果，特に発電用原子炉施

設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象として選定

されたものは次のとおり。 

・地震

・津波

・地震と津波の重畳

(1) 大規模損壊のケーススタディで扱う自然現象の選定につ

いて 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に

抽出するため，島根原子力発電所及びその周辺での発生実績

にかかわらず，国内で一般に発生し得る事象に加え，国内外

の基準で示されている外部事象を抽出した。 

各事象（重畳を含む。）について，設計基準を超えるよう

な過酷な状況を想定した場合の発電用原子炉施設への影響度

を評価し，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可

能性のある自然現象を選定し，さらに大規模損壊のケースス

タディとして扱う事象をその中から選定した。

検討プロセスをフローで表したものを第１図に示す。また

検討内容について以下に示す。 

ａ．自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理し，

自然現象55事象を抽出した。（添付資料2.1.1 参照） 

ｂ．特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のあ

る自然現象の選定 

各自然現象について，設計基準を超えるような非常に過酷

な状況を想定した場合に発電用原子炉施設の安全性が損な

われる可能性について評価を実施し，発生し得るプラント状

態（起因事象）を特定した。 

プラント状態を特定するに当たっては，イベントツリーに

よる事象進展評価又は定性的な評価を実施した。 

主要な事象（検討した結果，特に発電用原子炉施設の安全

性に影響を与える可能性があるとして整理された事象）の影

響を整理した結果を第１表，第２表及び第２図にそれぞれ示

す。その他の事象を含む全事象に対する検討内容については

添付資料2.1.1に示す。検討した結果，特に発電用原子炉施

設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象として選

定されたものは次のとおり。 

・地震

・津波

・地震と津波の重畳

・設計方針の相違

【柏崎 6/7】 

 収集した自然現象 55

事象を類似性・随伴性か

ら 44 事象に整理して評

価しているが，島根２号

炉は自然現象 55 事象そ

のまま評価を実施して

いる 

・設計方針の相違
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・竜巻 

・低温（凍結） 

・降水 

・積雪 

・落雷 

 

・火山 

 

・隕石 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された自然現象について，それぞれで特定し

た起因事象・シナリオを基に，大規模損壊のケーススタデ

ィとして想定することが適切な事象を選定する。 

上記b.での整理から，発電用原子炉施設の最終状態は次

の3項目に類型化することができ，表2.1.3に事象ごとに整

理した結果を示す。 

・重大事故対策で想定していない事故シーケンス（大規

模損壊） 

・重大事故対策で想定している事故シーケンス 

・設計基準事故で想定している事故シーケンス 

 

表2.1.3に示すとおり，発電用原子炉施設において大規模

損壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震，津波，

地震と津波の重畳，降水，積雪，落雷，火山及び隕石の8

事象となる。 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の

うち，以下の事象については，他の事象のシナリオに代表

させることができる。 

 

 

・竜巻 

・凍結  

 

・積雪 

・落雷 

 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された自然現象について，それぞれで特定した

起因事象・シナリオを基に，大規模損壊のケーススタディと

して想定することが適切な事象を選定する。 

上記b.での整理から，発電用原子炉施設の最終状態は次の3

項目に類型化することができ，第2.1.3表に事象ごとに整理し

た結果を示す。 

・重大事故等対策で想定していない事故シーケンス（大規

模損壊） 

・重大事故等対策で想定している事故シーケンス 

・設計基準事故で想定している事故シーケンス 

 

第2.1.3表に示すとおり，発電用原子炉施設において大規模

損壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震，津波，地

震と津波の重畳，竜巻及び隕石の5事象となる。 

 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象のう

ち，以下の事象については，他の事象のシナリオに代表させ

ることができる。 

 

 

・竜巻 

・凍結 

 

・積雪 

・落雷 

・地滑り・土石流 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された自然現象について，それぞれで特定した

起因事象・シナリオを基に，大規模損壊のケーススタディと

して想定することが適切な事象を選定する。 

上記ｂ．での整理から，発電用原子炉施設の最終状態は次

の３項目に類型化することができ，第３表に事象ごとに整理

した結果を示す。 

・重大事故等対策で想定していない事故シーケンス（大規

模損壊） 

・重大事故等対策で想定している事故シーケンス 

・設計基準事故で想定している事故シーケンス 

 

第３表に示すとおり，発電用原子炉施設において大規模損

壊を発生させる可能性のある自然現象は，地震，津波，地震

と津波の重畳，積雪，落雷，火山の影響及び隕石の７事象と

なる。 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象のう

ち，以下の事象については，他の事象のシナリオに代表させ

ることができる。 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，風（台

風）は竜巻に包含される

事象として整理，降水は

設備に対する影響は大

きくないと整理，森林火

災は防火帯外の送電線

が火災により損傷する

と想定 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，発電所

敷地内に土石流が発生

するおそれがあること

から，特に発電用原子炉

施設の安全性に影響を

与える可能性のある自

然現象として選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，降水は

設備に対する影響は大

きくないと整理 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎と
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・降水 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計測・制御

系機能喪失＋直流電源喪失となる。津波のシナリオに代

表させる事象として整理した。 

 

・積雪 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計測・制

御系機能喪失＋注水機能喪失となる。積雪については

大型航空機の衝突と異なり事象進展がある程度遅いこ

とから，事前に除雪等の対応が可能となる。非常に苛

酷な状況を考慮した場合にも，除雪の対象を限定し最

小限必要な設備（原子炉建屋やアクセスルート等）に

ついて健全性を維持させるといった対応により損傷範

囲を抑制することが可能であることから，大型航空機

の衝突や津波のシナリオに代表させる事象として整理

した。 

 

・落雷 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋直流電源

喪失＋注水機能喪失＋計測・制御系喪失となるが，地

震と津波の重畳のシナリオ又は大型航空機の衝突に代

表させることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・竜巻 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失に加え代替電源

が喪失する場合となるが，地震及び津波のシナリオに代表さ

せることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・積雪 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計装・制御

系喪失となる。積雪については大型航空機の衝突と異な

り事象進展がある程度遅いことから，事前に除雪等の対

応が可能となる。非常に過酷な状況を考慮した場合に

も，除雪の対象を限定し最小限必要な設備（原子炉建物

やアクセスルート等）について健全性を維持させるとい

った対応により損傷範囲を抑制することが可能である

ことから，津波又は地震と津波の重畳のシナリオに代表

させる事象として整理した。 

 

 

・落雷 

最も過酷なケースは外部電源喪失＋計装・制御系喪失

となるが，地震と津波の重畳のシナリオ又は大型航空機

の衝突に代表させることができる。 

 

 

 

同様に竜巻は大規模損

壊を発生させる可能性

は無く，積雪，落雷，火

山の影響は大規模損壊

を発生させる可能性が

ある事象と想定 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎と

同様に竜巻は大規模損

壊を発生させる可能性

は無いと想定 

 

・設計方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，降水は

設備に対する影響は大

きくないと整理 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 
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・火山 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計測・制

御系機能喪失＋注水機能喪失となるが，大型航空機の

原子炉建屋東側とコントロール建屋への衝突のシナリ

オに代表させることができる。また，大量の降灰があ

る場合には，積雪時と同様，灰を除去することで，影

響範囲を抑制することが可能である。 

 

・隕石 

隕石衝突に伴う建屋・屋外設備の損傷については，

大型航空機の衝突のシナリオに代表させることができ

る。 

発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生について

は，地震のシナリオに代表させることができる。 

また，隕石の発電所近海への落下に伴う津波について

は，津波のシナリオに代表させることができる。 

以上より，自然現象として，地震，津波及び地震と津波

の重畳3 事象をケーススタディとして選定する。これら3 

事象で想定する事故シーケンスと代表シナリオは次のとお

りとする。 

 

・地震 

地震レベル1PRA により抽出した事故シーケンスに

は，ExcessiveLOCA，計測・制御系喪失，格納容器バイ

パス，原子炉圧力容器・原子炉格納容器損傷，原子炉建

屋損傷，全交流動力電源喪失＋原子炉停止失敗等があ

る。また，地震と重畳し得る内部事象のレベル1.5PRA に

より，炉心損傷後に格納容器バイパスに至る原子炉格納

容器の破損モードとして，格納容器隔離失敗を抽出して

いる。大規模な地震が発生した場合には，これらの事故

シーケンス，あるいは複数の事故シーケンスの組み合わ

せが生じることが考えられるが，大規模損壊が発生した

場合の対応手順書の有効性を確認する観点から，ケース

スタディとして，大規模な地震で原子炉格納容器内の原

子炉冷却材圧力バウンダリにおいて，大破断LOCA を超

える規模の損傷が発生し，炉心損傷に至るExcessive 

LOCA を代表シナリオとして選定する。この際，地盤の

陥没等により，アクセスルートの通行に支障をきたす可

 

 

 

 

 

 

 

 

・隕石 

  隕石衝突に伴う建屋・屋外設備の損傷については，大型

航空機の衝突のシナリオに代表させることができる。 

 

  発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生については，

地震のシナリオに代表させることができる。 

  また，隕石の発電所近海への落下に伴う津波については，

津波のシナリオに代表させることができる。 

以上より，自然現象として，地震，津波，地震と津波の重

畳の3事象をケーススタディとして選定する。これら3事象で

想定する事故シーケンスと代表シナリオは次のとおりとす

る。 

 

(a) 地震 

地震レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスに

は，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，計装・制御系喪失，

格納容器バイパス，原子炉圧力容器損傷，原子炉格納容器

損傷，原子炉建屋損傷，交流電源喪失＋原子炉停止失敗等

がある。また，内部事象のレベル１．５ＰＲＡにより，炉

心損傷後に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損

モードとして，格納容器隔離失敗を抽出している。大規模

な地震が発生した場合には，これらの事故シーケンス，あ

るいは複数の事故シーケンスの組合せが生じることが考え

られるが，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効

性を確認する観点から，ケーススタディとして，大規模な

地震でＬＯＣＡが発生し，炉心損傷に至る事象を代表シナ

リオとして選定する。この際，地盤の陥没等により，アク

セスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

・火山の影響 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計装・制御

系喪失となる。火山の影響についても，大量の降下火砕

物がある場合には，積雪時と同様，降下火砕物を除去す

ることで，影響範囲を抑制することが可能であることか

ら，津波又は地震と津波の重畳のシナリオに代表させる

事象として整理した。 

 

・隕石 

隕石衝突に伴う建物・屋外設備の損傷については，大

型航空機の衝突のシナリオに代表させることができる。 

 

発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生について

は，地震のシナリオに代表させることができる。 

また，隕石の発電所近海への落下に伴う津波について

は，津波のシナリオに代表させることができる。 

以上より，自然現象として，地震，津波及び地震と津波の

重畳の３事象をケーススタディとして選定する。これら３事

象で想定する事故シーケンスと代表シナリオは次のとおり

とする。 

 

(a) 地震 

地震レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスに

は，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，原子炉格納容器損傷，

原子炉圧力容器損傷，計装・制御系喪失，格納容器バイパ

ス，原子炉建物損傷，制御室建物損傷，廃棄物処理建物損

傷，全交流動力電源喪失＋原子炉停止失敗等がある。また，

内部事象のレベル 1.5ＰＲＡにより，炉心損傷後に格納容

器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モードとして，格

納容器隔離失敗を抽出している。大規模な地震が発生した

場合には，これらの事故シーケンス，あるいは複数の事故

シーケンスの組合せが生じることが考えられるが，大規模

損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確認する観点

から，ケーススタディとして，大規模な地震で原子炉格納

容器内の原子炉冷却材圧力バウンダリにおいて，大破断Ｌ

ＯＣＡを超える規模の損傷が発生し，炉心損傷に至るＥｘ

ｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡを代表シナリオとして選定す

る。この際，地盤の陥没等により，アクセスルートの通行

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント固有の設備

に対する影響の相違 
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能性を考慮する。 

 

・津波 

津波レベル1PRA により抽出した事故シーケンスと

して，最終ヒートシンク喪失＋RCIC 失敗，最終ヒート

シンク喪失＋SRV 再閉鎖失敗，最終ヒートシンク喪失

＋全交流動力電源喪失＋RCIC 失敗，最終ヒートシンク

喪失＋全交流動力電源喪失＋SRV 再閉鎖失敗，最終ヒ

ートシンク喪失＋全交流動力電源喪失＋直流電源喪失

がある。また，津波と重畳し得る内部事象のレベル

1.5PRA により，炉心損傷後に格納容器バイパスに至る

原子炉格納容器の破損モードとして，格納容器隔離失

敗を抽出している。大規模な津波が発生した場合には，

これらの事故シーケンス，あるいは複数の事故シーケ

ンスの組み合わせが生じることが考えられるが，大規

模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確認す

る観点から，防潮堤を超える規模の津波により，原子

炉建屋内地下階が冠水する前提において，ケーススタ

ディとして，全交流動力電源喪失＋直流電源喪失＋計

測・制御系喪失に至る事象を代表シナリオとして選定

する。この際，原子炉建屋周辺の冠水により，アクセ

スルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

・地震と津波の重畳 

地震と津波の重畳では，上記の地震及び津波の項で

想定した事故シーケンスの組み合わせとして，全交流

動力電源喪失＋直流電源喪失＋Excessive LOCA＋計

測・制御系喪失等が想定される。ケーススタディとし

ては，対応手順書の有効性を確認する観点から，この

事故シーケンスを代表シナリオとして選定する。この

際，地盤の陥没等及び原子炉建屋周辺の冠水により，

アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮す

る。 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応に

おける考慮について 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

 

 

(b) 津波 

津波レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスとし

て，防潮堤損傷がある。 

 

 

 

 

また，内部事象のレベル１．５ＰＲＡにより，炉心損傷

後に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モード

として，格納容器隔離失敗を抽出している。大規模な津波

が発生した場合には，これらの事故シーケンス，あるいは

複数の事故シーケンスの組合せが生じることが考えられる

が，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確

認する観点から，敷地に遡上する津波を超える規模の津波

により，原子炉建屋付属棟及びタービン建屋の一部が冠水

する前提において，ケーススタディとして，全交流動力電

源喪失及び最終ヒートシンク喪失に至る事象を代表シナリ

オとして選定する。この際，原子炉建屋周辺の冠水により，

アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

(c) 地震と津波の重畳      

地震と津波の重畳では，上記の地震及び津波の項で想定

した事故シーケンスの組合せとして，全交流動力電源喪失，

直流電源喪失，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，計装・制

御系喪失等の重畳が想定される。ケーススタディとしては，

対応手順書の有効性を確認する観点から，この事象を代表

シナリオとして選定する。この際，地盤の陥没等及び原子

炉建屋周辺の冠水により，アクセスルートの通行に支障を

きたす可能性を考慮する。 

 

 

 (2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応における考慮について 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも

施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大

に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

(b) 津波 

津波レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスとし

て，直接炉心損傷に至る事象がある。 

 

 

 

 

また，内部事象のレベル 1.5ＰＲＡにより，炉心損傷後

に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モードと

して，格納容器隔離失敗を抽出している。大規模な津波が

発生した場合には，これらの事故シーケンス，あるいは複

数の事故シーケンスの組合せが生じることが考えられる

が，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確

認する観点から，防波壁を超える規模の津波により，原子

炉建物付属棟地下階が浸水する前提において，ケーススタ

ディとして，全交流動力電源喪失＋直流電源喪失＋計装・

制御系喪失に至る事象を代表シナリオとして選定する。こ

の際，取水槽エリアの浸水により，アクセスルートの通行

に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

(c) 地震と津波の重畳 

地震と津波の重畳では，上記の地震及び津波の項で想定

した事故シーケンスの組合せとして，全交流動力電源喪失

＋直流電源喪失＋Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ＋計装・

制御系喪失等が想定される。ケーススタディとしては，対

応手順書の有効性を確認する観点から，この事故シーケン

スを代表シナリオとして選定する。この際，地盤の陥没等

及び取水槽エリアの浸水により，アクセスルートの通行に

支障をきたす可能性を考慮する。 

 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応における考慮について 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施

設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 津波ＰＲＡの相違に

よる事故シーケンスの

相違 
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な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突をケーススタディとして選定す

る。 

なお，爆発等の人為事象による発電用原子炉施設への影響

については，故意による大型航空機の衝突に代表させること

ができる。 

 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たって

は，（1）及び（2）において整理した大規模損壊の発生によっ

て，多量の放射性物質が環境中に放出されるような万一の事態

に至る可能性も想定し，発電用原子炉施設において使える可能

性のある設備，資機材及び要員を最大限に活用した多様性及び

柔軟性を有する手段を構築する。 

 

規模な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与

える故意による大型航空機の衝突をケーススタディとして

選定する。 

なお，爆発等の人為事象による発電用原子炉施設への影

響については，故意による大型航空機の衝突に代表させる

ことができる。 

 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当た

っては，(1)及び(2)において整理した大規模損壊の発生に

よって，多量の放射性物質が環境中に放出されるような万

一の事態に至る可能性も想定し，発電用原子炉施設におい

て使える可能性のある設備，資機材及び要員を最大限に活

用した多様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

     （添付資料2.1.1，2.1.2，2.1.3，2.1.4，2.1.5，2.1.

6，2.1.7，2.1.8，2.1.9） 

 

な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える故

意による大型航空機の衝突をケーススタディとして選定す

る。 

なお，爆発等の人為事象による発電用原子炉施設への影響

については，故意による大型航空機の衝突に代表させること

ができる。 

 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たって

は，(1)及び(2)において整理した大規模損壊の発生によって，

多量の放射性物質が環境中に放出されるような万一の事態に至

る可能性も想定し，発電用原子炉施設において使える可能性の

ある設備，資機材及び要員を最大限に活用した多様性及び柔軟

性を有する手段を構築する。（添付資料2.1.2，2.1.3，2.1.4，

2.1.5，2.1.6，2.1.7，2.1.8，2.1.9，2.1.10参照） 
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表
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え
る
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)
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自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
1
／
7
）

第
１
表
 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
１
／
８
）
 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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7
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（
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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表
2.
1.
1 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
3
/1
3
) 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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（
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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5
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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第
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（
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）
 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違
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第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 

2.1-48



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表
2.
1.
1 
自
然
現
象
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
与
え
る
影
響
評
価
（
1
3/
1
3
) 

 

  

 

第１表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第２表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 
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第２表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 
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第３表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第３表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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第３表の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 
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図2.1.1 大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の 

検討プロセスの概要 

 

 

 

 

第 2.1.1図  大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の 

検討プロセスの概要 

 

 

  

第１図 大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の 

検討プロセスの概要 

 

 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 地震ＰＲＡにおける

事故シーケンスの分類

の相違 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 津波ＰＲＡにおける

事故シーケンスの分類

の相違 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 地震ＰＲＡ及び津波

ＰＲＡにおける事故シ

ーケンスの分類の相違 
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(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が受

ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確

定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定して対応するこ

とが困難であると考えられることから，発電所対策本部における

情報収集，運転員が実施する発電用原子炉施設の操作に対する支

援が重要となる。 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質放出

の防止及び抑制を最優先として，次に示す各項目を優先実施事項

とする。技術的能力に係る審査基準の該当項目との関係を表

2.1.4に示す。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷防止のための原子炉停止と原子炉圧力容器

への注水

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格

納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の

著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水に

よる拡散抑制

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保

・対応に必要なアクセスルートの確保

・電源及び水源の確保並びに燃料補給

・人命救助

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が

受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で

不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定して対応

することが困難であると考えられることから，災害対策本部に

おける情報収集，当直（運転員）が実施する発電用原子炉施設

の操作に対する支援が重要となる。 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質放

出の防止及び抑制を最優先として，次に示す各項目を優先実施

事項とする。技術的能力に係る審査基準の該当項目との関係を

第 2.1.4表に示す。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷緩和のための原子炉停止と発電用原子炉へ

の注水

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格

納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著

しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水に

よる拡散抑制

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保

・対応に必要なアクセスルートの確保

・電源及び水源の確保並びに燃料補給

・人命救助

(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設

が受ける影響及び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範

囲で不確定なものと想定され，あらかじめシナリオを設定し

て対応することが困難であると考えられることから，緊急時

対策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉

施設の操作に対する支援が重要となる。 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質

放出の防止及び抑制を最優先として，次に示す各項目を優先

実施事項とする。技術的能力に係る審査基準の該当項目との

関係を第４表に示す。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷を緩和するための原子炉停止と発電用

原子炉への注水

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子

炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避

＜燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著し

い損傷を緩和するための対策＞ 

・燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための対策

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建物への放

水による拡散抑制

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保

・対応に必要なアクセスルートの確保

・電源及び水源の確保並びに燃料補給

・人命救助
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a. 大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムにより，発電所における緊急時態勢発令に至る事象が発

生した場合は，事故時運転操作手順書（事象ベース，徴候ベース，

シビアアクシデント）等に基づいて対応操作することを基本とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

  大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難で

事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪化した等

の安全側に判断した措置をとるように判断フローを整備する。

また，大規模損壊発生時に使用する手順書を有効，かつ，効果

的に使用するため，対応手順書において適用開始条件を明確化

するとともに，判断フローを明示することにより必要な個別戦

略への移行基準を明確化する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警報，外部

からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知した場合，中央

制御室の状況，プラント状態の大まかな確認及び把握（火災発

生の有無，建屋の損壊状況等）を行うとともに，大規模損壊の

発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力防災管理者又

は当直発電長が行う。また，原子力防災管理者又は当直発電長

が以下の適用開始条件に該当すると判断した場合は，大規模損

壊時に対応する手順に基づく事故の進展防止及び影響を緩和す

るための活動を開始する。 

 

ⅰ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下のいずれかの

状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント状

態把握に支障が発生した場合（中央制御室の機能喪失や

中央制御室と連絡が取れない場合を含む） 

・使用済燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，使

用済燃料プールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与え

る可能性があるような大規模な損壊（建屋損壊に伴う広

範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

ⅱ) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用した

支援が必要と判断した場合※ 

 

ⅲ) 当直発電長が大規模損壊に対応する手順を活用した支援が

必要と判断した場合※ 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と対応フロー 

大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難

で事故対応の判断ができない場合は，プラント状態が悪化し

た等の安全側に判断した措置をとるように対応フローを整

備する。また，大規模損壊発生時に使用する手順書を有効，

かつ効果的に使用するため，対応手順書において適用開始条

件を明確化するとともに，対応フローを明示することにより

必要な個別戦略への移行基準を明確化する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムの発生について，緊急地震速報，大津波警報，

外部からの情報連絡，衝撃音，衝突音等により検知した場合，

中央制御室の状況，プラント状態の大まかな確認及び把握

（火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うとともに，大

規模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力

防災管理者又は当直副長が行う。また，原子力防災管理者又

は当直副長が以下の適用開始条件に該当すると判断した場

合は，大規模損壊時に対応する手順に基づく事故の進展防止

及び影響を緩和するための活動を開始する。 

 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムにより発電用原子炉施設が以下のい

ずれかの状態となった場合又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント

状態把握に支障が発生した場合 

（中央制御室の機能喪失を含む。） 

・燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，燃料プ

ールの水位が維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与

える可能性があるような大規模な損壊（建物損壊に伴

う広範囲な機能喪失等）が発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用

した支援が必要と判断した場合※ 

 

c) 当直副長が大規模損壊に対応する手順を活用した支援

が必要と判断した場合※ 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 では大規模

損壊発生後も事故時運

転操作手順書を基本と

した対応操作行う運用

としているが，島根２号

炉ではプラント状態等

により大規模損壊発生

を判断し，大規模損壊発

生時の対応手順書に移

行する方針 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，島根１

号炉と中央制御室が共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制
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また，発電所対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各機能班の責任者は必要となる対応を予想して先

行的に準備を行う。 

発電所対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の対

応について総括的な責任を負う。 

自然災害が大規模になり，常設の設備では事故収束が行えない

場合は，発電所対策本部は，多様なハザード対応手順等の「添付

資料1.0.6 重大事故等対応に係る手順書の構成と概要について」

で判断基準を明確化して整備する手順を使用する。また，非常召

集を行った場合，初動対応要員は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策

所へ移動する。ただし，地震発生後防潮堤を超える津波により5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所も使用できない場合は，屋内外の

利用できる施設を緊急時対策所として利用する。 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チェッ

クシート」及び各号炉における対応操作の優先順位付けや対策決

定の判断を行うための発電所対策本部で使用する対応フローを整

備する。この対応フローは，事故時運転操作手順書，多様なハザ

ード対応手順，発電所対策本部の各機能班の対応ガイド等の相互

関係の概略をまとめ，全体像を把握するツールとして発電所対策

本部の運営を支援するために整備するものであり，具体的な操作

手順は個別の手順書等に記載する。また，本報告書において「1.2

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの手順等」から「1.14 電源の確保に関する手順等」に沿って作

成した手順（表2.1.5から表2.1.17）の中で使用することを想定し

ている設備については，チェックシートの項目に盛り込むことと

している。 

 

当該号炉に関する対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一

義的に事故発生号炉の当直副長が行う。万一，中央制御室の機能

喪失時や中央制御室から運転員が撤退する必要が生じた場合等，

当直副長の指揮下で対応できない場合については，次に掲げる

(a)，(b)及び(c)項を実施し，それ以外の場合については，次に掲

※ 大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要と判

断した場合とは，重大事故等時に期待する設備等が機能

喪失し，事故の進展防止及び影響緩和が必要と判断した

場合をいう。 

 

災害対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，そ

の結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して先行

的に準備を行う。 

災害対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の

対応について総括的な責任を負う。 

 

 

 

また，非常招集を行った場合，災害対策要員（初動）は，

緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用でき

ない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所として利

用する。 

 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チ

ェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判

断を行うための災害対策本部で使用する対応フローを整備す

る。この対応フローは，非常時運転手順書，重大事故等対策

要領等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握するツール

として災害対策本部の運営を支援するために整備するもので

あり，具体的な操作手順は個別の手順書等に記載する。また，

ｂ．(b)項から(o)項の手順（第 2.1.5表から第 2.1.18表）の

中で使用することを想定している設備については，チェック

シートの項目に盛り込むこととしている。 

 

 

 

 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に災害対

策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に掲

げる(a)，(b)項を実施する。 

 

 

※：大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要と判断

した場合とは，重大事故等時に期待する設備等が機能喪

失し，事故の進展防止及び影響緩和が必要と判断した場

合をいう。 

 

緊急時対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，

その結果を基に各班の責任者は必要となる対応を予想して

先行的に準備を行う。 

緊急時対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体

の対応について総括的な責任を負う。 

 

 

 

非常招集を行った場合，緊急時対策要員及び自衛消防隊

は，緊急時対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用

できない場合は，屋内の利用できる施設を緊急時対策所とし

て利用する。 

 

 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チ

ェックシート」及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判

断を行うための緊急時対策本部で使用する対応フローを整

備する。この対応フローは，事故時操作要領書，原子力災害

対策手順書等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握する

ツールとして緊急時対策本部の運営を支援するために整備

するものであり，具体的な操作手順は個別の手順書等に記載

する。また，ｂ．(b)項から(o)項の手順（第５表から第18

表）の中で使用することを想定している設備については，チ

ェックシートの項目に盛り込むこととしている。 

 

 

 

 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に緊急時

対策本部長が行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に

掲げる(a)，(b)項を実施する。 

 

 

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉ではプラ

ント状態等により大規

模損壊発生を判断し，大

規模損壊発生時の対応

手順書に移行する方針 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は緊急時

対策所が使用できない

場合として，津波に限定

しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大規模

損壊対応における対応

操作判断の責任者は緊
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げる(b)及び(c)項を実施する。 

 

 

 

 

当直副長又は当該号炉の対応操作の責任者が判断した結果及び

それに基づき実施した監視や操作については，発電所対策本部に

報告し，各機能班の責任者（統括又は班長）は，その時点におけ

る他号炉の状況，人的リソースや資機材の確保状況，対応の優先

順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが必要

なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれでも確認で

きない場合は，放射線測定器，可搬型直流電源設備，テスタ等の

代替の監視手段と無線連絡設備等の通信連絡設備を準備し，アク

セスルートが確保され次第，パラメータ監視のための運転員，号

機班員等を現場に出動させ，先ず外からの目視による確認を行い，

その後，確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用いて

可能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメータが

中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認できる場合

は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握を行った上

で，他のパラメータについては，パラメータが確認できない場合

と同様の対応を行う。 

 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として必要

になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要素として代

替できる他のパラメータを採取する。採取手段の優先順位は，採

取に時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先

とし，監視機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内

の計器盤内にて可搬型計測器等の使用を第2優先とする。中央制御

室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設計器又は可

搬型計測器を使用して採取する。 

 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラメータのい

ずれも採取できない場合は，先ず外からの目視による確認を行い，

目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与えるパラメータから優

先順位を付けて監視機能を回復させ，使用可能な設備を用いて緩

 

 

 

 

 

当直発電長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作に

ついては，災害対策本部に報告し，各班の責任者（本部員）

は，その時点における人的リソースや資機材の確保状況，対

応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を行う。 

 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが

必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれで

も確認できない場合は，放射線測定器，可搬型代替直流電源

設備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無線連絡設備等の

通信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，パ

ラメータ監視のための当直（運転員），重大事故等対応要員等

を現場に出動させ，先ず外からの目視による確認を行い，そ

の後，確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用い

て可能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメ

ータが中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認で

きる場合は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把

握を行った上で，他のパラメータについては，パラメータが

確認できない場合と同様の対応を行う。 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として

必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要素

として代替できる他のパラメータを採取する。採取手段の優

先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器等

の使用を第 1 優先とし，監視機能の喪失により採取できない

場合は，中央制御室内の計器盤内にて可搬型計測器等の使用

を第 2 優先とする。中央制御室内でパラメータが採取できな

い場合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取

する。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素

として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラメ

ータのいずれも採取できない場合は，先ず外からの目視によ

る確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与え

るパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復させ，使

 

 

 

 

 

当直副長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作に

ついては，緊急時対策本部に報告し，各班の責任者（統括又

は班長）は，その時点における人的リソースや資機材の確保

状況，対応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対応を

行う。 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが

必要なパラメータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれ

でも確認できない場合は，放射線測定器，可搬型直流電源設

備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無線通信設備等の通

信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，パラ

メータ監視のための当直（運転員），緊急時対策要員等を現

場に出動させ，まず外からの目視による確認を行い，その後，

確認できないパラメータを対象に代替監視手段を用いて可

能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パラメータ

が中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認でき

る場合は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握

を行ったうえで，他のパラメータについては，パラメータが

確認できない場合と同様の対応を行う。 

 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素とし

て必要になる主要パラメータが採取できない場合は，判断要

素として代替できる他のパラメータを採取する。採取手段の

優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器

等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取できな

い場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を

第２優先とする。補助盤室内でパラメータが採取できない場

合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取す

る。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素

として必要になる主要パラメータ及び代替できる他のパラ

メータのいずれも採取できない場合は，まず外からの目視に

よる確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最も影響を与

えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復させ，

急時対策本部長 

また，島根２号炉は当直

副長の指揮下で対応で

きない場合は，大規模損

壊として扱う 

・体制の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室は，島根１号炉と共

用であり，複数号炉の同

時被災時において，情報

の混乱や指揮命令が遅

れることのないよう当

直副長の指揮に基づき

運転操作対応を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 
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和措置を行う。 

（添付資料2.1.11，2.1.12） 

(a) 当直副長の指揮下での対応操作が困難な場合 

中央制御室の機能喪失時や中央制御室との連絡が取れない場

合等，当直副長の指揮下で対応できない場合には，発電所対策

本部長は当該号炉の運転員又は号機班の中から当該号炉の対応

操作の責任者を定め対応に当たらせる。当直副長の指揮下での

対応操作不可の判断基準は次のとおりとする。 

・中央制御室の監視機能又は制御機能が喪失した場合 

・中央制御室と連絡が取れない場合 

・運転員による対応操作では限界があり，発電所対策本部の指

揮下で対応操作を行う必要があると当直副長が判断した場合 

(b) 当面達成すべき目標の設定 

発電所対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使用

可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状況及び火災発生

状況等を把握し，チェックシートに記載した上で，その情報を

基に当面達成すべき目標を設定し，優先すべき号炉及び戦略を

決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当たって

は，緊急時対策要員の安全確保を最優先とする。 

 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電用原

子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至った場合

においても原子炉圧力容器への注水は必要となる。 

 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損を回

避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに注

水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷かつ

原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール水位の異常低下

の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制を行う。 

 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想定

される。また，プラント状況に応じて，設定する目標も随時見

直していくこととする。 

 

 

用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

災害対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使用

可能な設備，屋外の放射線量率，建屋の損傷状況及び火災発

生状況等を把握し，チェックシートに記載した上で，その情

報を基に当面達成すべき目標を設定し，環境への放射性物質

の放出低減を最優先に，優先すべき戦略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当た

っては，災害対策要員の安全確保を最優先とする。 

 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電

用原子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至

った場合においても発電用原子炉への注水は必要とな

る。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損

を回避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は，速やか

に注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷，

かつ，原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール水位

の異常低下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制

を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想

定される。また，プラント状況に応じて，設定する目標も随

時見直していくこととする。 

 

 

使用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使

用可能な設備，屋外の放射線量率，建物の損傷状況，火災発

生状況等を把握し，チェックシートに記載したうえで，その

情報を基に当面達成すべき目標を設定し，環境への放射性物

質の放出低減を最優先に，優先すべき戦略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当た

っては，重大事故等に対処する要員の安全確保を最優先とす

る。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電

用原子炉を停止し，注水することである。炉心損傷に至

った場合においても発電用原子炉への注水は必要とな

る。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損

を回避する。 

・燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに注水

する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷

かつ原子炉格納容器の破損又は燃料プール水位の異常低

下の回避が困難な場合は放射性物質の拡散抑制を行う。 

 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想

定される。また，プラント状況に応じて，設定する目標も随

時見直していくこととする。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

本項目については，島

根２号炉では，大規模損

壊の適用条件

（2.1.2.1(3)ａ.項）に

含まれているため，ここ

での記載は不要と整理 
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(c) 個別戦略を選択するための判断フロー 

発電所対策本部は，(b)項で決定した目標設定に基づき，個別

戦略を実施していく。設定目標と実施する個別戦略の考え方を

次に示す。 

イ．設定目標：炉心損傷回避 

 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実

施する。 

 

ロ．設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉圧力

容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な設備や対

応可能要員の観点から，一時的に原子炉格納容器の破損回避

の対応を優先せざるを得ない状況になることが想定される。

この際に「閉じ込め」機能を維持するための個別戦略を実施

する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放射性物

質が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散抑

制戦略を実施する。 

 

ハ．設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施

する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建屋

内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定される場合は，放

射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

ニ．設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに原子炉圧力容器への注水が行

えない場合，使用済燃料プール水位の低下が継続している場

合又は原子炉建屋が損傷している場合は，放射性物質拡散抑

制戦略を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

災害対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，個別

戦略を実施していく。設定目標と実施する個別戦略の考え方

を次に示す。 

    イ. 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器へ

の注水 

      発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的

に実施する。 

 

    ロ. 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

      基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子

炉圧力容器への注水は継続して必要となるが，使用可

能な設備や対応可能要員の観点から，一時的に原子炉

格納容器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況

になることが想定される。この際に「閉じ込め」機能

を維持するための個別戦略を実施する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建屋内に放

射性物質が漏えいする状況が想定される場合は，放射

性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    ハ. 設定目標：使用済燃料プール水位確保 

使用済燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略

を実施する。使用済燃料プール内の燃料損傷が発生し，

原子炉建屋内の放射性物質濃度が上昇する状況が想定

される場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

    ニ. 設定目標：放射性物質拡散抑制 

      炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への

注水が行えない場合，使用済燃料プール水位の低下が

継続している場合又は原子炉建屋が損傷している場合

は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

（添付資料 2.1.10，2.1.11） 

 

 

 

 

 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，個

別戦略を実施する。設定目標と実施する個別戦略の考え方を

次に示す。 

ⅰ 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器への注水 

 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実

施する。 

 

ⅱ 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉圧力

容器への注水は継続して必要となるが，使用可能な設備や対

応可能要員の観点から，一時的に原子炉格納容器の破損回避

の対応を優先せざるを得ない状況になることが想定される。

この際に「閉じ込め」機能を維持するための個別戦略を実施

する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建物内に放射性物

質が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散抑

制戦略を実施する。 

 

ⅲ 設定目標：燃料プール水位確保 

燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施する。

燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建物内の放射性物

質濃度が上昇する状況が想定される場合は，放射性物質拡散

抑制戦略を実施する。 

 

ⅳ 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への注水が

行えない場合，燃料プール水位の低下が継続している場合又

は原子炉建物が損傷している場合は，放射性物質拡散抑制戦

略を実施する。 

（添付資料2.1.11，2.1.12参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-64



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(1/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（1／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（１／８） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(2/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（2／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（２／８) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自主対

策設備として原子炉建

物内にも主蒸気逃がし

安全弁用蓄電池を設置 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，あらかじめ背圧対策

を加味した圧力を設定

しているが，島根２号炉

は，設定値到達で圧力調

整を実施する手順を整

備 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(3/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（3／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（３／８)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は可搬式

窒素供給装置による原

子炉格納容器の不活性

化について，大規模損壊

発生時の対応操作とし

て考慮 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(4/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（4／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（４／８) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系を四十八条

の自主対策設備として

使用する 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，格納容

器代替スプレイ系（常

設），復水輸送系，消火

系による格納容器スプ

レイについて，大規模損

壊発生時の対応操作と

して考慮 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(5/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（5／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（５／８) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，静的触

媒式水素処理装置によ

り水素爆発損傷防止対

策が可能であることを

確認しているため，非常

用ガス処理系は，水素処

理装置設備として重大

事故等対処設備として

いない 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(6/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（6／8） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（６／８) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.4 大規模損壊発生時の対応操作一覧(7/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（7／8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（７／８) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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第 2.1.4表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（8／8） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（８／８) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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図2.1.3 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

(プラント状況把握が困難な場合) 

  

第 2.1.3図 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

（プラント状況把握が困難な場合） 

 

 

第３図 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

 (プラント状況把握が困難な場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，事象初

期のプラント状況確認

の内容を詳しく記載し

ているが，実質的な相違

はない 
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b. 大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に

対応する手順については，(a)項に示す5つの活動を行うための手

順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加え

て共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等

対処設備等を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が喪

失した場合でも対応できるよう現場にてプラントパラメータを

監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監

視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための

手順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備する。 

 

なお，プラントパラメータの採取手段の優先順位は，採取に時

間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先とし，

監視機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内の計器

盤内にて可搬型計測器等による計測を第2優先とする。 

 

 

中央制御室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設

計器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故等対

処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。 

 

(a) 5つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

イ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手

順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合におけ

る消火活動として，故意による大型航空機の衝突による航空

機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消火についての手

順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害において

は，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火災

が発生した場合においても，同様な対応が可能なように多様

な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合に

おける対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火につ

いて速やかに準備し，早期に準備が可能な大型化学高所放水

車あるいは化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車による

ｂ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

 大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合

に対応する手順については，(a)項に示す5つの活動を行うため

の手順を網羅する。 

 また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加

えて共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事

故等対処設備等を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機

能が喪失した場合でも対応できるよう現場にてプラントパラ

メータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラントパラ

メータを監視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確

認するための手順，現場にて直接機器を作動させるための手順

等を整備する。 

なお，プラントパラメータの採取手段の優先順位は，採取に

時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第1優先と

し，監視機能の喪失により採取できない場合は，中央制御室内

の計器盤内にて可搬型計測器等による計測を第2優先とする。 

 

 

中央制御室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常

設計器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故等対

処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。なお，大規模

損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

(a) 5つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

イ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する

手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動として，故意による大型航空機の衝突による

航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消火につい

ての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害において

は，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火

災が発生した場合においても，同様な対応が可能なように

多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合

における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火

について速やかに準備し，早期に準備が可能な化学消防自

動車及び水槽付消防ポンプ自動車による泡消火並びに延

ｂ.大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場

合に対応する手順については，(a)項に示す５つの活動を行

うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に

加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の

現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視

手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連

絡手順を整備する。 

 

 

 

なお，プラントパラメータの採取手段の優先順位は，採取

に時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を第１

優先とし，監視機能の喪失により採取できない場合は，補助

盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を第２優先とす

る。 

 

補助盤室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常

設計器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故

等対処設備と整備する手順を(b)項から(n)項に示す。なお，

大規模損壊に特化した手順を(o)項に示す。 

(a) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

ⅰ 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関す

る手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動として，故意による大型航空機の衝突による

大規模な航空機燃料火災を想定し，放水砲等を用いた泡消

火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害において

は，施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火

災が発生した場合においても，同様な対応が可能なように

多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合

における対応手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火

について速やかに準備するとともに，早期に準備が可能な

小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車及び化学消防自動車

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉は，補助盤

室内の計器盤に可搬型

計測器を接続して測定

する 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，大規模

損壊時に特化した手順

を整備 
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泡消火並びに延焼防止のための消火を実施する。 

地震により建屋内部に火災が発生した場合において，屋外

に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を受け

ないと考えられるため，これらの設備を中心とした事故対応

を行うことが可能である。なお，当該の対応において事故対

応を行うためのアクセスルート若しくは操作箇所での復旧

活動に支障となる火災が発生している場合は，消火活動を速

やかに実施し，操作箇所までのアクセスルート等を確保す

る。具体的には，次の手順で対応を行う。 

①アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所を使

用する。

②複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害があ

る場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇所を優先的

に確保する。

③ ①及び②いずれの場合も，予備としてもう１つの操作箇

所へのアクセスルートを確保する。

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示す

(1)～(4)の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優先度

の高い火災より順次消火活動を実施する。 

(1)アクセスルート・操作箇所の確保のための消火

①アクセスルート確保

②車両及びホースルートの設置エリアの確保

（初期消火に用いる化学消防自動車，大型化学高所放水

車等）

(2)原子力安全の確保のための消火

③重大事故等対処設備が設置された建屋，放射性物質内包

の建屋

④可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エ

リアの確保

⑤大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及びホースルー

ト，放水砲の設置エリアの確保

(3)火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安全

に影響を与える可能性がある火災の消火

焼防止のための消火を実施する。 

地震により建屋内部に火災が発生した場合において，屋

外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を

受けないと考えられるため，これらの設備を中心とした事

故対応を行うことが可能である。なお，当該の対応におい

て事故対応を行うためのアクセスルート若しくは操作箇

所での復旧活動に支障となる火災が発生している場合は，

消火活動を速やかに実施し，操作箇所までのアクセスルー

ト等を確保する。具体的には，次の手順で対応を行う。

①アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所を使用

する。

②複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害がある

場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇所を優先的に確

保する。

③①及び②いずれの場合も，予備としてもう1つの操作箇所へ

のアクセスルートを確保する。

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示す［1］

～［4］の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優先度の

高い火災より順次消火活動を実施する。 

［1］ アクセスルート・操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保

・車両及びホースルートの設置エリアの確保

（初期消火に用いる化学消防自動車，水槽付消防ポンプ自動車

等） 

［2］ 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建屋，放射性物質内包の建

屋

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エリアの

確保 

・可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）及びホースルート，放

水砲の設置エリアの確保 

［3］ 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安

全に影響を与える可能性がある火災の消火 

による泡消火並びに延焼防止のための消火を実施する。 

地震により建物内部に火災が発生した場合において，屋

外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を

受けないと考えられるため，これらの設備を中心とした事

故対応を行うことが可能である。なお，当該の対応におい

て，事故対応を行うためのアクセスルート又は操作箇所で

の復旧活動に支障となる火災が発生している場合は，消火

活動を速やかに実施し，操作箇所までのアクセスルート等

を確保する。具体的には，次の手順で対応を行う。 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所

を使用する。

b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害

がある場合，最もアクセスルートを確保しやすい箇所

を優先的に確保する。

c) a)及びb)いずれの場合も，予備としてもう１つの操作

箇所へのアクセスルートを確保する。

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示

すa)からd)の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優

先度の高い火災より順次消火活動を実施する。 

a) アクセスルート及び操作箇所の確保のための消火

・アクセスルート確保

・車両及びホースルートの設置エリアの確保

（初期消火に用いる化学消防自動車，小型放水砲

等） 

b) 原子力安全の確保のための消火

・重大事故等対処設備が設置された建物，放射性物質

内包の建物

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置

エリアの確保

・大型送水ポンプ車，ホースルート及び放水砲の設置

エリアの確保

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安

全に影響を与える可能性がある火災の消火
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⑥可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所の確

保 

⑦代替熱交換器車の設置エリアの確保 

 

(4)その他火災の消火 

(1)から(3)以外の火災は，対応可能な段階になってか

ら，可能な範囲で消火する。 

建屋内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，大

型航空機衝突による建屋内の大規模な火災時は，入域可

能な状態になってから消火活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動の支援

を行う場合は，発電所対策本部の火災対応の指揮命令系統の

下で活動する自衛消防隊の指揮下で活動する。 

 

ロ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラム，

冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，ほう酸水

注入，代替制御棒挿入機能又は手動挿入による制御棒緊急

挿入及び原子炉水位低下による原子炉出力抑制を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉心注

水系及び原子炉隔離時冷却系の故障により発電用原子炉

の冷却が行えない場合に，高圧代替注水系により発電用原

子炉を冷却する。全交流動力電源喪失又は常設直流電源系

統喪失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，常設

代替直流電源設備より給電される高圧代替注水系による

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及び設置エ

リアの確保 

 

 

［4］ その他火災の消火 

［1］から［3］以外の火災は，対応可能な段階になってから，

可能な範囲で消火する。 

 建屋内外共に上記の考え方を基本に消火するが，大型航空機

衝突による建屋内の大規模な火災時は，入域可能な状態になっ

てから消火活動を実施する。 

 

 消火活動に当たっては，現場間では無線連絡設備を使用する

とともに，現場と災害対策本部間では衛星電話設備を使用し，

連絡を密にする。無線連絡設備及び衛星電話設備での連絡が困

難な建屋内において火災が発生している場合には，複数ある別

の対応手段を選択して事故対応を試みるとともに，火災に対し

ては連絡要員を配置する等により外部との通信ルート及び自

衛消防隊員の安全を確保した上で，対応可能な範囲の消火活動

を行う。 

 また，自衛消防隊以外の重大事故等対応要員が消火活動を行

う場合は，災害対策本部の指揮命令系統の下で活動する。 

 

 

ロ．炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとおりと

する。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラム，

再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制，ほう酸水注

入，代替制御棒挿入機能又は手動挿入による制御棒緊急挿

入及び原子炉水位低下による原子炉出力抑制を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉心ス

プレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障により発電用原

子炉の冷却が行えない場合に，高圧代替注水系により発電

用原子炉を冷却する。全交流動力電源喪失又は常設直流電

源系統喪失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，

常設代替直流電源設備より給電される高圧代替注水系に

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及

び設置エリアの確保 

 

 

d) その他火災の消火 

a)からc)以外の火災は，対応可能な段階になってか

ら，可能な範囲で消火する。 

建物内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，

大型航空機衝突による建物内の大規模な火災時は，入

域可能な状態になってから消火活動を実施する。 

 

消火活動に当たっては，現場間及び現場と緊急時対策本部

間では無線通信設備を使用し，連絡を密にする。無線通信設

備での連絡が困難な建物内において火災が発生している場

合には，複数ある別の対応手段を選択して事故対応を試みる

とともに，火災に対しては連絡要員を配置する等により外部

との通信ルート及び自衛消防隊の安全を確保したうえで，対

応可能な範囲の消火活動を行う。 

 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動の支援

を行う場合は，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の

下で活動する自衛消防隊の指揮下で活動する。 

 

ⅱ 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順

  等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のと

おりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラ

ム，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，

ほう酸水注入，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）又は手動挿入による制御棒緊急挿入及び原子炉水

位低下による原子炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉

心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障により

発電用原子炉の冷却が行えない場合に，高圧原子炉代

替注水系により発電用原子炉を冷却する。全交流動力

電源喪失又は常設直流電源系統喪失により発電用原

子炉の冷却が行えない場合は，常設代替直流電源設備

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は移動式

代替熱交換設備の設置

エリアと大型送水ポン

プ車，ホースルート及び

放水砲設置エリアと同

様であることから記載

していない 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，消火活

動で使用する通信連絡

設備について記載 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，現場と

緊急時対策本部間の連

絡も無線通信設備を使

用 
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発電用原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動

による発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失して

いる状態において，原子炉内低圧時に期待している注水機

能が使用できる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操

作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷却材

喪失事象が発生している場合は，残留熱除去系ポンプ（低

圧注水モード）を優先し，全交流動力電源喪失により発電

用原子炉の冷却が行えない場合は，低圧代替注水系（常

設），低圧代替注水系（可搬型）及び消火系による発電用

原子炉の冷却を試みる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順

等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次の

とおりとする。 

 

・残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）が故

よる発電用原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場

起動による発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失して

いる状態において，原子炉内低圧時に期待している注水機

能が使用できる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操

作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷却材

喪失事象が発生している場合は，残留熱除去系（低圧注水

系）又は低圧炉心スプレイ系を優先し，全交流動力電源喪

失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は，低圧代替

注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却

系，消火系及び補給水系による発電用原子炉の冷却を試み

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ．原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順

等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次の

とおりとする。 

 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障又は全交

より給電される高圧原子炉代替注水系による発電用

原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動に

より発電用原子炉の冷却を試みる。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失

している状態において，原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に期待している注水機能が使用できる場合は，

逃がし安全弁による原子炉減圧操作を行う。 

 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷

却材喪失事象が発生している場合は，残留熱除去系

（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系を優先

し，全交流動力電源喪失により発電用原子炉の冷却が

行えない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），復

水輸送系，消火系及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）

により原子炉を冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する

手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次

のとおりとする。 

 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障又は全交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，低圧炉

心スプレイ系を設置 

 島根２号炉は，四十七

条の重大事故等対処設

備として，低圧原子炉代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である，残留

熱代替除去系を五十条

の重大事故等対処設備

と位置付けており，原子

炉格納容器の過圧破損

を防止するための設備

として使用 
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障又は全交流動力電源喪失により機能が喪失した場合は，

代替格納容器スプレイ冷却系，消火系及び可搬型代替注水

ポンプにより原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合は，

代替原子炉補機冷却系によりサプレッション・チェンバか

ら最終ヒートシンク（海洋）へ熱を輸送する。

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器圧力

逃がし装置により，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行

う。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において 原子炉格納容

器の破損を防止するため，代替循環冷却により原子炉格納

容器の圧力及び温度を低下させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コ

ンクリート相互作用（以下「MCCI」という。）や溶融炉心

と原子炉格納容器バウンダリの接触による原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉格納容器下部注水を行

う。 

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合においても

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

プラント運転中の原子炉格納容器内は不活性ガス（窒素）

置換により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態

になっているが，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウ

ム－水反応及び水の放射線分解等による水素ガス及び酸

素ガスの発生によって水素濃度が可燃限界を超えるおそ

れがある場合は，可燃性ガス濃度制御系による水素ガス又

流動力電源喪失により機能が喪失した場合は，代替格納容

器スプレイ冷却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型），消火系及び補給水系により原子炉格納容器内

の圧力及び温度を低下させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合は，

緊急用海水系又は代替残留熱除去系海水系によりサプレ

ッション・チェンバから最終ヒートシンク（海洋）へ熱を

輸送する。

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器圧力

逃がし装置により，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行

う。

・炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の破損を防止するため，代替循環冷却により原子炉格納容

器の圧力及び温度を低下させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コ

ンクリート相互作用や溶融炉心と原子炉格納容器バウン

ダリの接触による原子炉格納容器の破損を防止するため，

ペデスタル（ドライウェル部）へ注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素が放出された場合においても水素

爆発による原子炉格納容器の破損を防止するためにプラ

ント運転中の原子炉格納容器内は不活性ガス（窒素）置換

により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態にな

っているが，炉心の著しい損傷が発生し，ジルコニウム－

水反応並びに水の放射線分解等による水素及び酸素の発

生によって水素濃度及び酸素濃度が可燃限界を超えるお

それがある場合は，可燃性ガス濃度制御系による水素及び

流動力電源喪失により機能喪失した場合は，格納容器

代替スプレイ系（常設），復水輸送系，消火系及び格

納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合

は，原子炉補機代替冷却系によりサプレッション・チ

ェンバから最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器

フィルタベント系により，原子炉格納容器内の減圧及

び除熱を行う。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格

納容器の破損を防止するため，残留熱代替除去系によ

り原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させる。

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，ＭＣＣＩ

や溶融炉心と原子炉格納容器バウンダリの接触によ

る原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉格納

容器下部への注水を行う。

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合におい

ても水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るためにプラント運転中の原子炉格納容器内は不活

性ガス（窒素）置換により原子炉格納容器内雰囲気を

不活性化した状態になっているが，炉心の著しい損傷

が発生し，ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等

による水素ガス及び酸素ガスの発生によって水素濃

度が可燃限界を超えるおそれがある場合は，可燃性ガ

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，四十七

条の重大事故等対処設

備として，低圧原子炉代

替注水系（常設）を新規

で設置したことから，復

水輸送系を自主対策設

備として整備 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬の

原子炉補機代替冷却系

を四十八条の重大事故

等対処設備としている

が，東海第二は常設の緊

急用海水系を重大事故

等対処設備としている 
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は酸素ガスの濃度を抑制する。 

さらに，格納容器圧力逃がし装置により水素ガスを原子

炉格納容器外に排出する手段を有している。 

 

 

 

 

ニ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体

の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

使用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス

鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されてい

る。使用済燃料プールの水位を確保するための対応手段及び

燃料体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃料貯蔵

プール水位計，使用済燃料貯蔵プール温度計，燃料取替機

エリア放射線モニタ，使用済燃料貯蔵プール監視カメラを

使用する。 

 

・使用済燃料プールの注水機能の喪失又は使用済燃料プール

からの水の漏えい，その他の要因により使用済燃料プール

の水位が低下した場合は，燃料プール代替注水系（常設），

燃料プール代替注水系（可搬型）及び消火系により使用済

燃料プールへ注水することにより，使用済燃料プール内の

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因に

より使用済燃料プールの水位維持が行えない場合，常設ス

プレイヘッダ又は可搬型スプレイヘッダを使用したスプ

レイを実施することで，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環

境への放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

 

酸素の濃度を抑制する。また，可搬型窒素供給装置により

原子炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度を抑

制し，更に酸素濃度が上昇する場合においては，格納容器

圧力逃がし装置により水素を原子炉格納容器外に排出す

る手段を有している。 

 

 

ニ．使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体

の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

使用済燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス

鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されてい

る。使用済燃料プールの水位を確保するための対応手段及び

燃料体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・使用済燃料プールの状態を監視するため，使用済燃料プー

ル水位・温度，使用済燃料プールエリア放射線モニタ及び

使用済燃料プール監視カメラを使用する。 

 

 

・使用済燃料プールの注水機能の喪失又は使用済燃料プール

からの水の漏えい，その他の要因により使用済燃料プール

の水位が低下した場合は，常設低圧代替注水系ポンプによ

る代替燃料プール注水系（注水ライン），可搬型代替注水

中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃

料プール注水系（注水ライン），可搬型代替注水大型ポン

プによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）

及び消火系により使用済燃料プールへ注水することによ

り，使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，臨界を防止する。 

 

・使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因に

より使用済燃料プールの水位維持が行えない場合，常設ス

プレイヘッダ又は可搬型スプレイノズルを使用したスプ

レイを実施することで，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環

境への放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

 

ス濃度制御系による水素ガス又は酸素ガスの濃度を

抑制する。また，可搬式窒素供給装置により原子炉格

納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度を抑制し，

さらに，格納容器フィルタベント系により水素ガス及

び酸素ガスを原子炉格納容器外に排出する手段を有

している。 

 

ⅳ 燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の

著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製

ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は維持されてい

る。燃料プールの水位を確保するための対応手段及び燃料

体の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとおり

とする。 

 

・燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水位（Ｓ

Ａ），燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリ

ア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を使用する。 

 

・燃料プールの注水機能の喪失又は燃料プールからの水

の漏えい，その他の要因により燃料プールの水位が低

下した場合は，消火系，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型

スプレイノズル）により燃料プールへ注水することに

より，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮

蔽し，臨界を防止する。 

 

 

 

 

・燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により

燃料プールの水位維持が行えない場合，燃料プールスプ

レイ系（常設スプレイヘッダ）又は燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールスプレイ

を実施することで，燃料プール内の燃料体等の著しい損

傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環境への

放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器への窒素供給につい

て記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は,常設低圧

代替注水系ポンプによ

る代替燃料プール注水

系を使用した使用済燃

料プールへの注水およ

びスプレイ設備を整備 
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・原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建屋

に近づけない場合は，放水砲により燃料体の著しい損傷の

進行を緩和する。 

 

ホ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，大容量送

水車，放水砲により原子炉建屋に海水を放水し，大気への

放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

・その際，防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置すること

により汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

 

 

 

 

・また，汚濁防止膜の設置が困難な状況（大津波警報や津波

警報が出ている状況）である場合，大津波警報又は津波警

報が解除された後に汚濁防止膜の設置を開始する。 

 

 

(b)「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷

却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，高圧

炉心注水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器へ

の注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防

止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備及び手順を整

・原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建屋

に近づけない場合は，放水砲により燃料体の著しい損傷の

進行を緩和する。 

 

ホ．放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合，可搬型代

替注水大型ポンプ（放水用）及び放水砲により原子炉建屋

に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

・その際，放水することで放射性物質を含む汚染水が一般排

水路を通って雨水排水路集水桝又は放水路から海へ流れ

出すため，汚濁防止膜を設置することで，海洋への拡散範

囲を抑制する。 

 

・防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置することにより汚

染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系による発電

用原子炉への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備及び手

・原子炉建物の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建

物に近づけない場合は，放水砲により燃料体の著しい損

傷の進行を緩和する。 

 

ⅴ 放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとお

りとする。 

 

・原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合，大型送

水ポンプ車，放水砲により原子炉建物に海水を放水し，

大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

 

 

 

 

 

・その際，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置するこ

とにより汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 

・放水することで放射性物質を含む汚染水が雨水排水路及

び２号炉放水接合槽から海へ流れ出すためシルトフェ

ンスを設置することで，海洋への拡散範囲を抑制する。 

 

・また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津波警報

や津波警報が出ている状況等）である場合，大津波警報

又は津波警報等が解除された後にシルトフェンスの設

置を開始する。 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子

炉圧力容器への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備及び手
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備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和する

ため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共通要因

で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備

を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機能が喪失した

場合も対応できるよう，現場にてプラントパラメータを監視

するための手順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監

視するための手順，建物や設備の状況を目視にて確認するた

めの手順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整

備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に

おける発電用原子炉を冷却するための手順の例を次に示す。

（表2.1.5参照） 

 

・高圧注水系が機能喪失した場合において，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系を起動できない場合，現場で

の人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し，復

水貯蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 

 

・全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により高圧

注水系での発電用原子炉の冷却に使用できない場合におい

て，高圧代替注水系が起動できない場合，現場での人力に

よる弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯

蔵槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

・高圧炉心注水系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時に

おいて，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維

持できない場合，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした

ほう酸水注入系による発電用原子炉へのほう酸水注入を実

施する。 

 

順を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和

するため，重大事故等対策で整備した手順を基本とし，共

通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故

等対処設備を用いた手順，中央制御室での監視及び制御機

能が喪失した場合も対応できるよう，現場にてプラントパ

ラメータを監視するための手順，可搬型計測器にてプラン

トパラメータを監視するための手順，建物や設備の状況を

目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を作動さ

せるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次

に示す。（第2.1.5表参照） 

 

・原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失し

た場合において，中央制御室からの操作により高圧代替注

水系を起動できない場合，現場での人力による弁の操作に

より高圧代替注水系を起動し，サプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

・全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を発電用原子炉

の冷却に使用できない場合において，高圧代替注水系が起

動できない場合，現場での人力による弁の操作により原子

炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水

源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失

時において，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系によ

り原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした

ほう酸水注入系による発電用原子炉へのほう酸水注入を

実施する。 

 

順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和

するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順

等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した

場合の現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ

計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策

所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次

に示す（第５表参照）。 

 

・原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪

失した場合において，中央制御室からの操作により高

圧原子炉代替注水系を起動できない場合，現場での人

力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起

動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

・全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を発

電用原子炉の冷却に使用できない場合において，高圧

原子炉代替注水系が起動できない場合，現場での人力

による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離

時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合，ほう酸水

貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子

炉圧力容器へのほう酸水注水を実施する。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 
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・高圧炉心注水系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時に

おいて，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維

持できない場合，原子炉補機冷却系により冷却水を確保し，

復水貯蔵槽を水源とした制御棒駆動系による原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時において，高圧代替注水系

及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合，電源及

び原子炉補機冷却系による冷却水を確保し，復水貯蔵タンク

を水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への

注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源

喪失において，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離

時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３)以上に維持できない場合は，原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）により冷却

水を確保し，復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動

水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施する。 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（1/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.5表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順（1.2） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(１／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（2/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(２／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（3/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(３／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，代替直流

電源設備による原子炉

隔離時冷却系への給電

について，対応手段，対

処設備，手順書一覧（4

／6）にて記載 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（4/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(４／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，柏崎

6/7 同様に高圧発電機

車と常設充電器を組み

合わせた直流電源確保

を可搬型直流電源設備

とし，東海第二と同等の

設備構成となる直流給

電車による直流電源確

保は自主対策手順とし

て記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

直流電源設備による原

子炉隔離時冷却系への

給電について，第５表 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順（1.2）

(3/6)にて記載 
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表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（5/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(５／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-87



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表2.1.5 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.2)（6/6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.2）(６／６) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉の高圧炉

心スプレイ系は，常設代

替交流電源設備の負荷

として考慮していない

ことから，重大事故等時

の対応手段として期待

しない 
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(c)「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」 

 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，逃が

し安全弁（自動減圧機能付き）による減圧機能である。 

インターフェイスシステムLOCA発生時は，原子炉冷却材圧

力バウンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉冷却材の

漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の隔離ができない場合は，

逃がし安全弁による原子炉減圧で原子炉冷却材の漏えいを

抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するための対処設備及び手順を整備

する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備し

た手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのな

い可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場に

てプラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器

にてプラントパラメータを監視するための手順，建物や設備

の状況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を

作動させるための手順等を整備する。 

 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための手順の例を次に示す。（表2.1.6参照） 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機

能が喪失した場合，可搬型直流電源設備により逃がし安全

弁（自動減圧機能なし）の作動に必要な直流電源を確保し，

逃がし安全弁（自動減圧機能なし）を開放して発電用原子

炉を減圧する。 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機

能が喪失した場合，現場多重伝送盤にて逃がし安全弁（自

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手

順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，

逃がし安全弁（自動減圧機能）による減圧機能である。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷

却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉

冷却材の漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の隔離ができ

ない場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧で原子炉冷却

材の漏えいを抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するための対処設備及び手順

を整備する。 

 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備した手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失するこ

とのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制

御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できる

よう，現場にてプラントパラメータを監視するための手

順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するため

の手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

る。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための手順の例を次に示す。（第2.1.6表参照） 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能

が喪失した場合，可搬型代替直流電源設備により逃がし安全

弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を確保し，逃が

し安全弁（自動減圧機能）を開放して発電用原子炉を減圧す

る。  

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能

が喪失した場合，中央制御室にて逃がし安全弁（自動減圧機

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）による減圧機能である。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷

却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉

冷却材の漏えいを抑制する。なお，損傷箇所の隔離ができ

ない場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧で原子炉冷却

材の漏えいを抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するための対処設備及び手順

を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備する設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監

視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器

によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室

損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

 

 

 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための手順の例を次に示す（第６表参照）。 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減

圧機能が喪失した場合，可搬型直流電源設備により逃

がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃がし

安全弁を開放して，発電用原子炉を減圧する。 

 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減

圧機能が喪失した場合，補助盤室にて逃がし安全弁の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規模

損壊に特化した手順に

ついて記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自動減

圧機能有無に関わらず

給電する構成 
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動減圧機能付き）の作動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電

池を接続し，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）を開放し

て発電用原子炉を減圧する。 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の自動減圧機能

が喪失した場合，代替逃がし安全弁駆動装置により逃がし

安全弁（自動減圧機能なしD,E,K又はU）の電磁弁排気ポー

トへ窒素ガスを供給し，逃がし安全弁（自動減圧機能なし

D,E,K又はU）を開放して発電用原子炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

 

・不活性ガス系からの窒素ガスの供給が喪失し，逃がし安全

弁の作動に必要な窒素ガスの供給圧力低下した場合，供給

源を高圧窒素ガスボンベに切り替えることで逃がし安全

弁の機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能）の作動回路に逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続し，逃

がし安全弁（自動減圧機能）を開放して発電用原子炉を減圧

する。 

 

・逃がし安全弁の駆動に必要なアキュムレータの供給圧力の喪

失により逃がし安全弁（自動減圧機能）が喪失した場合，非

常用逃がし安全弁駆動系により逃がし安全弁（逃がし弁機能

（自動減圧機能なしＡ,Ｇ,Ｓ及びＶ））の電磁弁排気ポート

へ窒素を供給し，逃がし安全弁（逃がし弁機能（自動減圧機

能なしＡ,Ｇ,Ｓ及びＶ））を開放して発電用原子炉を減圧す

る。 

 

 

 

 

 

・窒素供給系からの窒素の供給が喪失し，逃がし安全弁の作動

に必要な窒素の供給圧力が低下した場合，供給源を非常用窒

素供給系高圧窒素ボンベに切り替えることで逃がし安全弁

（自動減圧機能）の機能を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池を接続し，逃

がし安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。 

 

 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能

が喪失した場合，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備

により逃がし安全弁（自動減圧機能なしＡ及びＪ）の

電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，逃がし安全弁

（自動減圧機能なしＡ及びＪ）を開放して発電用原子

炉を減圧する。 

 

 

 

 

 

 

・窒素ガス制御系からの作動窒素ガスの供給が喪失し，

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスの供給圧力が

低下した場合，供給源が逃がし安全弁用窒素ガスボン

ベに自動で切り替わることで逃がし安全弁の機能が

確保される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・故障想定の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，常設直

流電源系統喪失を想定。

東海第二は，窒素供給圧

力喪失を想定 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するた

めに必要となる弁数の

相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，圧力低

信号によりボンベ出口

弁が自動開 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(1/4) 

第2.1.6表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順（1.3） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／7） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／7） 

第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(１／４) 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(2/4) 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／7） 第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(２／４) 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，自主

対策設備として原子炉

建物内にも主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池を設

置 

・記載表現の相違

【東海第二】 

東海第二は，非常用

窒素供給系による窒素

確保，非常用逃がし安

全弁駆動系による原子

炉減圧について，対応

手段，対処設備，手順

書一覧（4／7）にて記

載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（4／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，逃が

し安全弁窒素ガス供給

系による逃がし安全弁

駆動源確保により駆動

源を確保 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，逃が

し安全弁の背圧対策に

ついて，第６表 機能

喪失を想定する設計基

準事故対処設備と整備

する手順（1.3）（3/4）

にて記載 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(3/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(３／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，逃がし

安全弁の背圧対策につ

いて，対応手段，対処

設備，手順書一覧（4

／7）にて記載 
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表2.1.6 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順(1.3)(4/4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（6／7） 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／7） 

 

 

 

 

 

 

第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する 

手順（1.3）(４／４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，ブロ

ーアウトパネルについ

て説明を記載 
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(d)「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計

基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留

熱除去系ポンプ（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷

却する対処設備及び手順を整備する。 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備し

た手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失することのな

い可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制御室での

監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場に

てプラントパラメータを監視するための手順，可搬型計測器

にてプラントパラメータを監視するための手順，建物や設備

の状況を目視にて確認するための手順，現場にて直接機器を

作動させるための手順等を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次に示

す。（表2.1.7参照） 

・常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が喪失

した場合，低圧代替注水系(常設)，低圧代替注水系(可搬

型)及び消火系による原子炉圧力容器への注水の3手段に

ついて，同時並行で注水準備を開始する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための手順等」 

イ．重大事故等対策に係る手順

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系によ

る発電用原子炉への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉

を冷却する対処設備及び手順を整備する。 

ロ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備した手順を基本とし，共通要因で同時に機能喪失するこ

とのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順，中央制

御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できる

よう，現場にてプラントパラメータを監視するための手

順，可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するため

の手順，建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順，現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

る。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時における発電用原子炉を冷却するための手順の例を次

に示す。（第2.1.7表参照） 

・常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が喪

失した場合，低圧代替注水系（常設）及び低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水について，

同時並行で注水準備を開始する。 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，

残留熱除去系（低圧注水モード），低圧炉心スプレイ系に

よる原子炉圧力容器への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉を冷却

する対処設備及び手順を整備する。 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整

備する設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監

視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器

によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室

損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時における原子炉を冷却するための手順の例を次に示す

（第７表参照）。 

・常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が

喪失した場合，低圧原子炉代替注水系（常設）及び低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水について，同時並行で注水準備を開始する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

炉心スプレイ系が設置

されており，重大事故

等時の対応において復

旧することを想定。 

また，設計基準拡張設

備として整備 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉は，大規

模損壊に特化した手順

について記載 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設

による注水手段で最初

に着手する低圧原子炉

代替注水系（常設）と

同時に可搬の低圧原子

炉代替注水系（可搬型）

に着手 
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原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，上記手段のう

ちポンプ1台以上の起動及び注水ラインの系統構成が完了

した時点で，その手段による原子炉圧力容器への注水を開

始する。 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低圧

代替注水系(常設)のポンプ2台以上又は上記手段のうち2

系以上の起動及び注水ラインの系統構成が完了した時点

で，逃がし安全弁による原子炉減圧を実施し，原子炉圧力

容器への注水を開始する。 

 

 

原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完了し

た系統のうち，低圧代替注水系(常設)，消火系，低圧代替

注水系(可搬型)の順で選択する。 

 

 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用原

子炉を満水にする必要がある場合は，上記手段に加え給水

系，復水系，残留熱除去系(低圧注水モード)又は高圧炉心

注水系を使用し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，低圧代替注

水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替循環冷却

系，消火系及び補給水系の手段のうち，起動及び注水ラ

インの系統構成が完了した時点で，その手段による原子

炉圧力容器への注水を開始する。 

 

 

 

 

   また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低

圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），代替

循環冷却系，消火系及び補給水系の手段のうち，低圧で

原子炉圧力容器へ注水可能な系統1系統以上が起動し，

注水ラインの系統構成が完了した時点で，逃がし安全弁

による原子炉減圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を

開始する。 

原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完了

した手段のうち，低圧代替注水系（常設），代替循環冷

却系，消火系，補給水系及び低圧代替注水系（可搬型）

の順で選択する。 

 

   なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用

原子炉を満水にする必要がある場合は，上記手段に加え

給水系，復水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレ

イ系又は残留熱除去系（低圧注水系）を使用し原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，低圧原子

炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬

型），復水輸送系及び消火系の手段のうち低圧で原子

炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上の起動及

び注水ラインの系統構成が完了した時点で，その手段

による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，

低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水

系（可搬型），復水輸送系及び消火系の手段のうち低

圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上

を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，

逃がし安全弁による原子炉減圧を実施し，原子炉圧力

容器への注水を開始する。 

原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完

了した系統のうち，低圧原子炉代替注水系（常設），

復水輸送系，消火系，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

の順で選択する。 

 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電

用原子炉を満水にする必要がある場合は，上記手段に

加え復水・給水系，残留熱除去系（低圧注水モード），

高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系を使用し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である，

残留熱代替除去系を五

十条の重大事故等対処

設備，四十八条の自主

対策設備と位置付けて

おり，技術的能力 1.7

及び 1.5 にて手順を整

備 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，四十

七条の重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水系（常設）

を新たに設置したこと

から，復水輸送系を自

主対策設備として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である，

残留熱代替除去系を五

十条の重大事故等対処

設備，四十八条の自主

対策設備と位置付けて

おり，技術的能力 1.7

及び 1.5 にて手順を整

備 
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表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(1/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1.7表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順（1.4） 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(１／９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における対

応設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

炉心スプレイ系が設置

されており，重大事故

等時の対応において復

旧することを想定。 

また，設計基準拡張

設備として整備 
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表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(2/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（2／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(２／９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，四十

七条の重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水系（常設）

を新たに設置したこと

から，復水輸送系を自

主対策設備として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である，

残留熱代替除去系を五

十条の重大事故等対処

設備，四十八条の自主

対策設備と位置付けて

おり，技術的能力 1.7

及び 1.5 にて手順を整

備 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子

炉への注水について

は，第７表 機能喪失

を想定する設計基準事

故対処設備と整備する

手順（1.4）（3/9）にて

記載 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 の消火系に
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よる発電用原子炉への

注水については，表

2.1.7 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

(1.4)（3/8）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の消火系，

補給水系による発電用

原子炉への注水につい

ては，対応手段，対処

設備，手順書一覧（3

／9）にて記載 
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表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(3/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（3／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(３／９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，表 2.1.7 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順(1.4)(2/

8)にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，対処設備，

手順書一覧(2／9）にて

記載 
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表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(4/8) 

対応手段，対処設備，手順書一覧（4／9） 第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(４／９) 

・設備の相違

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，低圧

炉心スプレイ系が設置

されており，重大事故

等時の対応において復

旧することを想定。 

また，設計基準拡張

設備として整備  
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表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(5/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（5／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(５／９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，四十

七条の重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水系（常設）

を新たに設置したこと

から，復水輸送系を自

主対策設備として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である，

残留熱代替除去系を五

十条の重大事故等対処

設備，四十八条の自主

対策設備と位置付けて

おり，技術的能力 1.7

及び 1.5 にて手順を整

備 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による残存溶融炉

心の冷却については，

第７表 機能喪失を想

定する設計基準事故対

処設備と整備する手順

（1.4）（6/9）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の消火系，

補給水系による残存溶
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融炉心の冷却について

は，対応手段，対処設

備，手順書一覧（6／9）

にて記載 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（6／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(６／９) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る残存溶融炉心の冷却

については，表 2.1.7 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整備する手順(1.4) 

(5/8)にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，対処設備，

手順書一覧(5／9）にて

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-105



 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(6/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（7／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(７／９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，四十

七条の重大事故等対処

設備として，低圧原子

炉代替注水系（常設）

を新たに設置したこと

から，復水輸送系を自

主対策設備として整備 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，東海

第二の代替循環冷却系

と同様な設備である，

残留熱代替除去系を五

十条の重大事故等対処

設備，四十八条の自主

対策設備と位置付けて

おり，技術的能力 1.7

及び 1.5 にて手順を整

備 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉の低圧原

子炉代替注水系（可搬

型）による発電用原子

炉の冷却については，

第７表 機能喪失を想

定する設計基準事故対

処設備と整備する手順

（1.4）（8/9）にて記載 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 の消火系に

よる発電用原子炉の冷
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却 に つ い て は ， 表

2.1.7 機能喪失を想定

する設計基準事故対処

設備と整備する手順

(1.4)（7/8）にて記載 

【東海第二】 

 東海第二の消火系，

補給水系による発電用

原子炉の冷却について

は，対応手段，対処設

備，手順書一覧（8／9）

にて記載 
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表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(7/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（8／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(８／９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

対応手段における

対応設備の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，発電

用原子炉停止中におい

て，残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モー

ド）による発電用原子

炉の除熱ができない場

合，原子炉浄化系を使

用 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 島根２号炉の消火系

による発電用原子炉の

冷却については，第７

表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設

備 と 整 備 す る 手 順

（1.4）(7/9)にて記載 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 の低圧代替

注水系（可搬型）によ

る発電用原子炉の冷却

については，表 2.1.7 

機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と

整 備 す る 手 順

(1.4)(8/8)にて記載 

【東海第二】 

 島根２号炉の補給水

系による発電用原子炉

の冷却については，対

応手段，第 2.1.7 表 

機能喪失を想定する設
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計基準事故対処設備と

整備する手順（1.4）対

処設備，手順書一覧(7

／9)にて記載 
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表2.1.7 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順(1.4)(8/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（9／9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順（1.4）(９／９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 対応手段における対

応設備の相違 
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